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１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔令和元年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    令和元年12月11日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
門 田 直 樹 

（15） 

1. 太宰府歴史スポーツ公園について 

  太宰府歴史スポーツ公園では、不当な占有や一般市民が利用でき

 ない異常事態が続いている。以下、市の見解を伺う。 

 （１） 占有団体と撤去や利用方法についての協議は行ったのか。

 （２） ９月議会では、「どの利用団体も条例に基づき適正に使用

    されていると認識している」と回答されたが、芝の剥ぎ取り

    やフェンスの毀損は太宰府市公園条例第６条の禁止行為にあ

    たる。また予約外団体との共用は同11条権利の譲渡禁止に抵

    触すると考えるが、市の見解を伺う。 

 （３） 条例第16条には許可の取消し、原状回復等の規定がある

    が、第６条の禁止行為について当事者を特定する努力は行っ

    たのか。 

 （４） 大池と篠振池および南東に隣接する「自由広場」を公園の

    一部とすることについて、福岡県との協議はいつ、どのよう

    に行われたのか。またテニスコート、弓道場、相撲場につい

    て建物だけでなく競技施設としての敷地面積を伺う。 

 （５） 多目的広場の芝生の面積は台帳では9,930.9㎡だが、指定

    管理者から業者への委託では7,539㎡になっている。それぞ

    れの数値の根拠について伺う。 

 （６） 市民が利用できない都市公園（地区公園）は異常である。

     月に１回、土日を「市民開放日」にするというが、「開

    放」とは何なのか。公園は市民のものではないのか。 

２ 
神 武   綾 

（12） 

1. 小中学校の35人以下学級の拡大について 

  太宰府市では現在、小学２年生まで35人以下学級を実施してい

 る。子どもたちへのきめ細やかな指導や、教員の負担軽減にもつな

 がることから自治体独自で取り組んでいるところがある。今後の見

 通しについて伺う。 

2. 四王寺山史跡めぐり遊歩道の整備について 

 （１） 定期的な安全確認、案内表示の確認の方法について伺う。



－18－ 

  

 （２） 市民が気軽に登り、自然に親しみ、健康づくりにつながる

    ための周知方法について伺う。 

3. 中学校完全給食実施について 

 （１） 中学校給食調査・研究委員会の解散後の進捗について伺

    う。 

 （２） 学校給食法における中学校給食実施の必要性について市の

    考えを伺う。 

 （３） これまでの一般質問での市長回答を振り返り伺う。 

３ 
徳 永 洋 介 

（４） 

1. 学校教育の現状と課題・「教職員の働き方改革」について 

 （１） 本市の小・中学校教育予算について伺う。（今年度、５年

    前、10年前） 

 （２） 教職員の早期退職者・病気休職者数について伺う。（５年

    間） 

 （３） 本市の不登校数・いじめ件数について伺う。（今年度、５

    年前、10年前） 

 （４） 本市における41人以上の学級数について伺う。 

 （５） タイムカード実施における教職員の超過勤務について伺

    う。 

 （６） 教員の多忙化の要因について伺う。 

 （７） 本市の「教職員の働き方改革」について伺う。 

４ 
長谷川 公 成 

（13） 

1. 高雄交差点について 

 （１） 県道筑紫野筑穂線から国道に出る際に、高雄交差点に右折

    レーンがあるが右折の矢印信号がないため右折できず渋滞を

    まねいている。右折矢印信号設置について伺う。 

 （２） 高雄中央通りの青信号が極めて短い。改善できないか伺

    う。 

2. 指定学校変更の許可要件について 

 （１） 部活動の校区外通学は来年度より可能になるが、その他の

    目的での校区外通学は可能か伺う。 

５ 
木 村 彰 人 

（８） 

1. 広く市民の声を集める広聴活動について 

  広く市民の声を集める広聴活動に関して、２点伺う。 

 （１） 本市の広聴の方法と、それらの実施状況について 

 （２） 広聴活動によって集められた市民の声は、どのように市政

    に生かされているのか。 

2. 市長の選挙公約「７つのプラン」の35項目の進捗状況について 

  「７つのプラン」の35項目の内、環境厚生常任委員会が所管する

 分野の下記４項目に関して、その進捗状況を伺う。 

 （１） 出産・子育ての切れ目ないサポート 
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 （２） 民間事業者と協力した自立支援システムの構築 

 （３） 移動式モバイル地域包括支援センターの設置 

 （４） 地域包括支援センターの出張相談会の実施 

６ 
藤 井 雅 之 

（14） 

1. 県が行う土木工事の住民への周知について 

  県が複数年度に渡って行う土木工事について、周辺住民への周知

 のあり方について伺う。 

2. 公共施設での学習スペースの充実について 

  11月19日、市議会と市内５大学の学生と行った意見交換で要望の

 あった学習スペースの充実について、ハード面、ソフト面それぞれ

 について伺う。 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  栁 原 荘一郎 議員         ２番  宮 原 伸 一 議員 

  ３番  舩 越 隆 之 議員         ４番  徳 永 洋 介 議員 

  ５番  笠 利   毅 議員         ６番  堺     剛 議員 

  ７番  入 江   寿 議員         ８番  木 村 彰 人 議員 

  ９番  小 畠 真由美 議員         10番  上     疆 議員 

  11番   田 久美子 議員         12番  神 武   綾 議員 

  13番  長谷川 公 成 議員         14番  藤 井 雅 之 議員 

  15番  門 田 直 樹 議員         16番  橋 本   健 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  陶 山 良 尚 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３４名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  総 務部理 事  山 浦 剛 志        総 務部理 事  五 味 俊太郎 

  市民生活部長  濱 本 泰 裕        都市整備部長  井 浦 真須己 

  観光経済部長  藤 田   彰        健康福祉部長  友 田   浩 

  教 育 部 長  江 口 尋 信                川 谷   豊 
 

  経営企画課長  髙 原   清                百 田 繁 俊 
 

  元気づくり課長  安 西 美 香        環 境 課 長  中 島 康 秀 

  スポーツ課長  安 恒 洋 一        税 務 課 長  森 木 清 二 

  市 民 課 長  池 田 俊 広        福 祉 課 長  田 中   縁 

  保育児童課長  大 塚 源之進        国保年金課長  髙 原 寿 子 

  高齢者支援課長  川 﨑 純 一                伊 藤   剛 

総 務課長 併
選挙管理委員会書記長 

建設課用地担当課長兼
県事業整備担当課長 

文化学習課長兼
中央公民館担当課長兼 
市民図書館担当課長
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  建 設 課 長  中 山 和 彦        社会教育課長  木 村 幸代志 

  都市計画課長  竹 崎 雄一郎        文 化財課 長  城 戸 康 利 

  学校教育課長  鳥 飼   太        上下水道課長  佐 藤 政 吾 

  国際・交流課長  木 村 昌 春                伊 藤 健 一 

  監査委員事務局長  福 嶋   浩                白 田 美 香 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        吉 開 恭 一 

  書    記  髙 原 真理子        書    記  岡 本 和 大 

        

 

  

子 育て支 援
センター所長

産業振興課長併
農業委員会事務局長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（陶山良尚議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第４回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会での一般質問通告書は、11人から提出されております。そこで、一般質問の日程

は、さきの議会運営委員会におきまして２日間で行うことに決定していますことから、本日

11日６人、明後日13日５人の割り振りで行います。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（陶山良尚議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 15番門田直樹議員の一般質問を許可します。 

              〔15番 門田直樹議員 登壇〕 

○１５番（門田直樹議員） おはようございます。 

 通告に従い質問します。 

 太宰府歴史スポーツ公園では、不当な占有や一般市民が利用できない異常な事態が続いてい

ます。このことについて６月と９月に定例議会で質問しました。しかし、状況は変わらず、市

の取り組みも見受けられません。前回に引き続き市の見解を伺います。 

 １つ、占有団体と撤去や利用方法についての協議を行ったのか。前回８月に団体との協議予

定が豪雨のため中止になったとのことでしたが、その後協議はしたのか、進展はあったのか伺

います。 

 ２、９月議会では、どの利用団体も条例に基づき適正に使用されていると認識していると回

答されましたが、芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損は太宰府市公園条例第６条の禁止行為に当た

ります。また、予約外団体との共用は、同条例第11条権利の譲渡禁止に抵触すると考えます

が、市の見解をお聞かせください。 

 ３、同条例第16条には許可の取り消し、原状回復等の規定がありますが、第６条の禁止行為

について当事者を特定する努力は行ったのでしょうか。 

 ４、大池と篠振池及び南東に隣接する自由広場を公園の一部とすることについて、福岡県と

の協議はいつ、どのように行われたのか。また、テニスコート、弓道場、相撲場について、建

物だけでなく競技施設としての敷地面積を伺います。 

 ５、多目的広場の芝生の面積は、台帳では9,930.9㎡ですが、指定管理者である公益財団法

人太宰府市文化スポーツ振興財団から業者への業務委託では7,539㎡になっています。それぞ
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れの数値の根拠と約2,392㎡の差について説明してください。 

 ６、市民が利用できない都市公園は異常です。前回、歴史スポーツ公園は都市公園法で言う

地区公園であると回答されました。同公園は運動公園ではなく、市民の休息、散策、遊戯等の

ための公園です。当然太宰府市立運動公園条例にも入っておらず、競技団体の占有は認められ

ません。このような中、月に１回、土日を市民開放日にするとのことですが、開放とは一体何

なのかお答えください。公園は一般市民のものではないのでしょうか。 

 以上、再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 太宰府歴史スポーツ公園についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの占有団体と撤去や利用方法についての協議は行ったのかについてお答えい

たします。 

 本年３月に４つの利用団体それぞれに個別に倉庫の撤去に関する市の考え方をお伝えしまし

た。その中で、各団体から合同で説明会を開催してほしいという要望がありまして、10月２日

に４団体の合同説明会を開催いたしました。 

 撤去につきましては、各団体からさまざまな課題が出され、協議を継続していくこととして

おります。 

 利用方法についての協議は、まずは撤去に関する協議を行うという考えから、現在のところ

まだ行っておりません。 

 次に、２項目めの９月議会ではどの利用団体も条例に基づき適正に使用と認識と回答された

が、芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損は太宰府市公園条例第６条の禁止行為に当たる、また予約

団体との共用は同条例第11条権利の譲渡禁止に抵触すると考えるが、市の見解を伺うについて

お答えいたします。 

 議員ご指摘の芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損ということですが、芝やフェンスの状態につい

て、経年劣化によるものなのか、あるいは太宰府市公園条例第６条に該当するものなのか、施

設の使用過程においていつの時点で誰がどのようにという個人の特定を行うことは難しいこと

から、禁止行為に当たるという判断には至っておりません。 

 また、予約団体との共用については、実際に予約した団体が練習や試合を行うことにより共

用が生じているケースが主であり、使用の権利を譲渡することには該当しないというふうに考

えております。 

 次に、３項目めの同条例第16条には許可の取り消し、原状回復等の規定があるが、同条例第

６条の禁止行為について当事者の特定をする努力は行ったのかについてお答えします。 

 当事者の特定につきましては、現地確認や関係機関等への相談など、できる限りの努力をし

ているところではありますが、先ほど申し上げましたとおり、経年劣化によるものなのか、特

定の個人によるものなのかを含め確認が難しく、特定には至っていないという現状がございま

す。 
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○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 次に、４項目めの大池と篠振池及び南東に隣接する自由広場を公

園の一部とすることについて、福岡県との協議はいつ、どのように行われたのか。また、テニ

スコート、弓道場、相撲場について、建物だけでなく競技施設としての敷地面積を伺うについ

てご回答申し上げます。 

 大池と篠振池につきましては、公園の修景施設とし、散歩等もできるように外周に園路を設

置しております。また、自由広場につきましては、多目的広場と一段下に遊具や休憩施設も設

置しており、さまざまな形での利用ができる一体的な公園として整備し、開設をしておりま

す。 

 福岡県との協議につきましては、池を修景施設としていることに関しましては、６月議会前

に電話にて確認をさせていただいております。都市公園の範囲や公園施設についての考え方な

どは、７月、12月に協議したところでございます。 

 また、競技施設の敷地面積でございますが、テニスコート1,344㎡、弓道場1,067.5㎡、相撲

場247.9㎡でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 次に、５項目めの指定管理者から業者への委託では、芝の面積が

7,539㎡になっていることの根拠についてお答えいたします。 

 多目的広場の芝生の面積9,930.9㎡につきましては、公園開設時の芝生の面積と捉えており

ます。平成26年度に太宰府市文化スポーツ振興財団が指定管理を受託した時点では、既に

7,539㎡ということが仕様書に記載してあることを確認いたしましたが、それがいつからか、

どのような測量方法なのかという点については、調査を行いましたが、確認ができませんでし

た。 

 最後に、６項目めの市民が利用できない都市公園は異常である。月に１回、土日を市民開放

日にするというが、開放とは何なのか。公園は市民のものではないかについてお答えいたしま

す。 

 初めに、公園は市民のためのものであるという点については、議員と同じ思いであります。

その上でご指摘の市民が利用できない都市公園という点についてですが、都市公園法第２条に

おいて、公園施設として都市公園の効用を全うするために設けられる施設の中に運動施設も政

令で定めるとあり、都市公園法施行令の第５条の４にテニスコート、相撲場等が上げられてお

り、都市公園において運動等を行えるようにすることについては、公園の利用目的にかなうも

のであるというふうに考えております。 

 また、太宰府市有料公園施設管理運営規則第２条に示された運動施設として相撲場、弓道

場、テニスコート、多目的広場の４つがありますが、これらの敷地面積の総計は歴史スポーツ

公園の敷地面積の100分の50を超えておらず、法律や条例の要件の範囲内であります。したが

って、市民が利用できない都市公園とのご指摘は当たらないものというふうに認識しておりま
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す。 

 また、あくまで条例上は多目的広場は有料公園施設として占有し使用することができます

が、歴史スポーツ公園を市民の皆様にさらに親しまれ愛されるものとする工夫として、スポー

ツ団体が占有できない日としての市民開放日を設定し、より幅広く市民の皆様に利用していた

だくよう努めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） ありがとうございます。 

 再質問になるんですが、今お答えいただいた１答目の幾つか疑問点というか、確認したいと

ころをちょっと聞かせてください。 

 まず、教育部長の各団体からさまざまな課題ということですが、具体的にはどのような課題

であったかお聞かせください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） これは、先ほど申しました倉庫の撤去についての協議の中で、利用団体

から主に出されたものを要望という形で出されましたので、我々としては今後協議していこう

というふうに捉えておりますので、課題という表現にさせていただいております。 

 主な点としましては、１つは、これまで長年にわたり使用してきたと。今後どうするかとい

う代替案について一緒に協議をできないかというようなご要望でございました。 

 ２つ目は、高齢者のスポーツ推進に、グラウンドゴルフの方なんですけれども、スポーツ推

進に寄与してこられたということで、地域から歩いて公園に来られる方もいらっしゃるという

ことで、年齢的にも道具を持ってそこに集まるということが危険であり、なかなか困難である

方もいらっしゃるので、そこのところを考慮していただけないかというようなことが２点目と

してあります。 

 ３点目は、都市公園条例としてそういった倉庫等が認められていることもありますので、市

の条例として検討できないかというようなところがご要望として出されたところであります。 

 以上です。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 続いて、同じく部長で、当事者の特定についてですけれども、現地確

認や関係機関等への相談等とありますけれども、関係機関への相談は具体的にどういった機関

にいつどういった内容をされたのか聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 平成30年12月に弁護士の方といろいろご相談をさせていただきました。

それから、同じく平成30年３月になります。こっちの平成30年３月のほうが先ですね。平成

30年３月に警察の方ともいろいろとご相談をさせていただきました。 

 以上でよろしいですかね。 
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              （15番門田直樹議員「内容について」と呼ぶ） 

○教育部長（江口尋信） 内容ですね。 

 警察のほうからいきますと、警察の方については、こういう状況が確認された場合の対応に

ついて一般的にどのような対応が考えられるのかとか、どのようなことを我々としてできるの

かということについてのいろいろなご助言をいただいております。 

 それから、弁護士の方については、先ほどから私のほうがいろいろな条例等を言いましたけ

れども、その条例についてどのように考えたらいいかということでご助言をいただいたところ

です。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） それと、質問というよりも、都市公園法とか施行令ですね、もちろん

存じておりますけれども、それの使い方というのかな、判断と現状の運用が問題ではないかと

いうことを言っておるのであって、そのことをここにお答えになった内容は私もこういうふう

な運動施設がそこにあることも当然存じております。 

 それでは、今ご回答いただいたんだけれども、結局６月、９月から特に進展したような内容

はないと思うのですが、私はそう思うのですが、何かここは進んだという私がよく気づかんと

ころがあったら答えてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 先ほど申し上げましたが、９月の後に撤去についてお話をさせていただ

きました。その中では、その話し合いというか協議は、前年度の２月と３月にも行っているわ

けなんですけれども、私も改めてそういう方とじかに話をしまして、先ほど出たような話が出

たわけですよね。それで、どのようなことをやっぱり利用者の方が考えているかということも

承りましたので、今後の課題をやっぱり整理する必要があるということで、スポーツ課とか、

それからいろいろな関係部署等と協議を定期的に行うなどして、どのような対応をしていくか

とか、どのような検討をしていくかということの協議をしているところであります。 

 ですので、おっしゃるように現状が変わらないというようなご認識でしたけれども、内部に

ついてはさまざまな協議をさせていただいているところであります。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 協議は深まったということですが、お答えいただいた内容は、見る限

り特に変わったようには感じません。 

 そこで、まず幾つかありますので、ごっちゃにならんように、まず倉庫の問題です。不法不

当に置かれているこの倉庫の問題、それから多目的広場の利用、運用の問題です。現実問題も

う占有していて、近隣住民、市民が使えない状況であると。 

 また、もう一つが、台帳が非常に不備だというふうなことで、議論の土台になるようなとこ

ろがなかなかはっきりしないので、その辺と。主にこの３点について聞かせください。 

 まず、倉庫の問題ですが、占有団体との協議については、いろいろ要望があったということ
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ではございますが、簡単に言うと、今までの経緯ですね、ごく大ざっぱに言いますと、平成

19年ぐらいに無届けで置かれていたと。しかし、それを市が追認して、古い資料を見ますと、

ブロック工事ですね、36万7,500円を平成19年度これ施工していますね。そういうふうなこと

をしたと。 

 その後、監査からたびたび指摘を受けて、どうしようかということで、まず市が市におかし

な話ですが、当時の建設課になるんですが、建設課が生涯学習課に許可を出している。市の中

の部署が部署に許可を出すということで、その許可を受けた生涯学習課が個々の団体に、特に

文書等もこれは残っていないような話ですね、口頭なのか、文書がないのか、私どもは情報公

開等々でもそういうのは出てきていないですけれども、市が市にやった分に関しては書類があ

る。しかし、個々の団体に関してどうなのかというのは、古いのは一部見たんですが、どうい

うふうなルールになっているのか。そもそも市が市に貸した分も去年の３月いっぱいで失効し

ていますよね。非常におかしな、日本中探してもそういったやり方が行政の中であるのかとい

うふうな疑問があるんですが、それすらも失効している。まず、最後の聞きました各団体との

やりとりについて聞かせてください。書類があるかどうか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 済みません、各団体から当時生涯学習課で、今スポーツ課ということで

すけれども、各団体から出ている申請書についてはちょっと確認ができないということで、今

私のほうが確認させていただきました。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） それでは、現状において幾つあるのか。その中に市の倉庫というもの

があるのか、お答えください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 現時点で７つの倉庫がありまして、市の倉庫もございます。 

              （15番門田直樹議員「市の倉庫は幾つですか」と呼ぶ） 

○教育部長（江口尋信） 市の倉庫は１つでございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） その市の倉庫には何が入っているか聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） まず、市の備品が入ってございます。それと、あと少年ソフトボールチ

ームの道具が一部入ってございます。それと、グラウンドゴルフの道具が入っているというこ

とです。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 現状を見る限りでは、市の備品というよりも競技団体の道具が入って

いる。市の備品に関して、そういうふうな備品の台帳とか貸し出し簿とかはちゃんと整備され

てありますか。 
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○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 台帳等はございませんが、管理人の方が直接借りに来た方に貸し出しを

しているという状況でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 把握されていないようですが、そこでそもそもこういうふうなところ

に常識で考えても、公共の土地にそういうものをどんと置くということ自体、普通の感覚では

ちょっと考えられない。何かやはりそういう何らかの働きかけとかがあったのかないのかに関

して、もし情報があったら聞かせていただきたい。私どもが聞いていることはあくまで伝聞で

あるので、行政として当時そういうふうな働きかけがあったのか。市の幹部であるとか、ある

いは議員であるとか、そういうことがあったかどうか聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） その件につきましては、私どももこれは流れとして、先ほど門田

議員がおっしゃったように、平成19年に土どめ工事をしたとか、それとあと監査の指摘が平成

20年にあって、それからこの都市公園というか、歴史スポーツ公園のあり方をいろいろ考えた

というのはございますけれども、どういうふうな経緯でというのは、私どもとしてはきちっと

した確認はとっていないところでございます。とれていないというところで回答させていただ

きます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 一番最初がやっぱり大事でしたよね。１個ができたんだからあと２

個、３個と増えていったわけでしょう。一番最初がどうかということが非常に大事だと私は思

います。 

 ですから、当時のやっぱり関係者、職員等にそういうふうな聞き取りというものは必要と思

いますけれども、それは必要ないということですか。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 現在まで私どもやっておりませんけれども、ただ職員等も退職者

もいらっしゃいますし、そこはどこまでできるかということで、今後そういうことも含めて考

えていきたいというふうには考えております。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 今後ですが、課題が出て、まだ話は続けていくようなお答えでした

が、遅々として進まないと。何度も言いますけれども、そういう非常におかしな取り決めです

ら失効して１年半たつわけですよね。私がこの話、相談といいますか、最初薄々は聞いていた

けれども、まともに内容を知ったのは、これも去年の６月ぐらいだったかな。去年のその時点

からいろいろお話は複数回、教育長、部長それぞれの、あるいはスポーツ課長とお話をさせて

いただきましたよね。それで、やっぱりこれはどう見てもおかしいから、何とかしてください

よという話をずっとしてきて、その当時は、翌明けて、つまり去年の平成30年の年明けには何
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とかというふうな話だったけれども、結局そのままずるずるずるずる来て、そしてこういうふ

うな状況になって、今何ら説明するものもない状況でこういうふうな状況が続いているわけで

すよね。まだまだただ話は続けると。いろいろな要望出ていますということで、本当にいいの

かというのがあるんですよね。前回もそうですけれども、今お願いしているところですとこの

前も言われたけれども、そんなことは言うなということ、今さすがにお願いしますは出てこな

いんだけれども、お願いをする内容じゃないでしょう。伝えればいいだけでしょう。行政の財

産ですよ。行政の財産というのは市民の財産ですよ。それを守るのはあなたたちの仕事でしょ

う。違いますか。市民税が約40億円ぐらいあるけれども、全部じゃないけれども、その中から

あなたたちとか私どもの給料出ている。そして、市民のそういう財産を守るのが大事な仕事で

しょう。それができないんだったら何のためにいるのかと思う。 

 次行きます。 

 多目的広場の問題ですが、先ほど芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損、破損じゃないですよ毀損

ですよ、わざと壊したということは禁止行為ではないかというと、特定ができない。自然損耗

といいますか、経年劣化であるかのような何かそういうふうな表現だったが、例えば現状を見

て、あの芝生を見ていただいたらわかるけれども、例えば芝生をたくさんの人たちがいつも通

っていたらそこに道ができますよね。そういうのはわかると思う。ところが、あんな形になり

ますか、自然と野球場の内野の形に。ほかはそのまま残って、きれいな内野ができるようなの

が自然にできますか。経年劣化でそうなりますか。芝生は私も生やしていたけれども、下に根

があるんですよ。根をとらんと芝生はなくなりません。その辺きちんと考えられたのか、もう

一回聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 私のほうで経年劣化という言葉を使いましたけれども、自然な状態であ

のような状況になったというような経年劣化という意味ではございませんで、当然現状として

あそこを使用しているスポーツ団体がいらっしゃるわけです。そのスポーツ団体がされる競技

ということで、当然そこを動いたり活動したりする中でなったのか、それか、先ほど言いまし

たけれども、故意なのかということの特定が私たちにどうしてもできなかったという意味でお

答えをさせていただいているものであって、何も使わない状態の経年劣化という意味ではなく

て、やはりどうしても競技上、サッカーであればゴール前がだんだんなくなっていくかのよう

に、そういった状況はあるんではないかなというふうには思っているところです。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） そもそも市のある文書ですね、これも情報公開で見た分で、野球場と

記載している。野球場じゃないでしょう。いつ野球場になったのかな、非常に驚いているんだ

けれども、そもそも規則等の中で利用できるスポーツも決めているでしょう。野球というのも

入っていないはず。文言が非常にいいかげんと私は思うんですが、その中で、あそこの中にベ

ースとかプレートも固定の形でありますね。あれは市が設置した市の備品ですか、聞かせてく
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ださい。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 市が設置した市の備品ではございません。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 倉庫と同じように私物を勝手に固定をしているわけですよね。ただ、

細々言ってもあれですが、整備の中であそこに塩化カルシウムをまいているでしょう。それは

指定管理者がまいている。指定管理者はきちんとそれは報告を上げているはずです。あれを固

まらせるためでしょう。マウンドを。そういうふうな現実にあそこを野球場化しているという

のが事実じゃないですか。それがいつからどうなったかというのはちょっと後から聞きます

が、まずその中で種目の特定ですが、先ほどの３種目ぐらいありますが、その中で例えばサッ

カーはだめと。サッカーはボールが危ないというけれども、９月の笠利議員の質問でも答えて

ありましたが、何でサッカーボールが危なくてソフトボールは大丈夫なのか、ラグビーボール

はどうなのかとか、その辺はもう一回聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） サッカーにつきましては、どうしてもゲーム形式等でシュートを打つ機

会等があって、一定の方向にボールを蹴るようなことがありまして、サッカーボールが実際に

通行されている方に当たったというような事案も報告を受けまして、前回お答えしたとおり、

サッカーについての使用を控えるようにと、もうしないということで決めたという経緯がござ

います。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 以前サッカーしとったんですが、サッカーの練習の方法はさまざまで

す。ラグビーもさまざまだと思います。何もゴールがあるだけが練習ではない。練習はできる

と思います。 

 例えばソフトボールがじゃあ危なくないのかということですが、以前はあそこの中にピッチ

ングマシンを持ち込んで練習されてあった。電動の。電源も勝手に使われてあったと思うが、

このピッチングマシンは危なくないんでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） ピッチングマシンについては、確認をして、利用団体のほうに使わない

ということで申し入れをしたところでございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） ピッチングマシンもそうですが、そもそもこれがいわゆる野球場化、

ソフトボール場化した中に、この前もちょこっと言いましたが、名前が出てくるんですよ。個

人名は出しませんが、これは平成22年ですね、施工状について決裁をいただけましたら、後日

○○副議長へフェンスを設置する旨を伝えたいと思います。（教育部長）名前も書いていま

す。それから、これは平成26年、○○議長、西部保安、これは会社名ですね、建設課長、同係
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長、それから職員で現地を確認。これはチーム名が書いてありますが、そこに電話確認し、高

さ２ｍ、長さ75ｍのフェンス設置で見積依頼と書いてある。この文書、これそちらから出され

た文書ですよ。 

 こういうふうな中で、先ほどそういう確認はしていないということだったけれども、そうい

うふうにあそこが、あそこは住民のための、市民のための公園だと私は思うんですよ。これは

何度も言ってきたけれども、それが運動公園化、あそこが運動施設化していく過程でそういう

働きかけがなかったのか、もう一回聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 先ほど議員がお示しになったものについては、私も実際そのことが情報

公開として出たということは認識しておりますけれども、その経緯で働きかけ等云々かんぬん

については、私自身がそれを確認しているわけではございませんので、大変申しわけないんで

すけれども、どのような働きかけと言われる内容についてはちょっとお答えをすることができ

ません。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 今後明らかにしていただきたいと思う。 

 もう一点だけ、ここの多目的広場に関連して、あずまやですね、入って右側の広場ですね、

上に建物がある、スツール、椅子とかもあるんですね。あの部分ではあるが、ここも結局占有

されているんですよ。大会、特にチームが複数になったときなんかは、これ持ってきたんだけ

れども、ここにこんなの書いてある。専用って。何の専用かわかりますか。その団体の専用じ

ゃなくて、たくさん並んでいる椅子ですよね、その中の一つだけが一般公園利用者専用と書い

てある。太宰府歴史スポーツ公園、この席はチーム等で占有しないでください。要するに市民

にはたくさんある椅子の中の１個だけ使えということでしょう。市民の公園じゃないじゃない

ですか。どうですか、これ。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 今ご指摘いただいた分ですけれども、多目的広場については有料の貸し

出しの施設ということですけれども、あずまやについてはそのようなことはございませんの

で、その点については再度我々のほうで確認をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） はっきり言って、状況が改善されれば誰が犯人とかそんなのはいいん

ですよ、本当の話。特に子どもがかかわっとるかもしれんので、そのことはあれですが、しか

し監査事務局に出した資料等々には、具体的な資料は添付されてあって、それはあなたたちも

知っているはず。誰がどういうふうな経緯でやったのか、ネットがなぜ壊れたのか、知ってい

るでしょう。それは知っているはず。だから、こういう答えじゃ納得がいきません。 

 このことは、どうしてもそのことがこういうふうな形でいくんであったら、さらにこれを掘
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り下げていかなければならない。それだけは言っておきます。 

 次、予約団体外との共用です。 

 これもこの前言いましたように、ＡとＢという団体がということで、もう少しわかりやすく

言うと、午前中はＡという団体が使うと。全部使ってもたった３時間で三四が120円ですよ。

で使う。午後はＢという団体が押さえてくる。しかし、ＡとＢが同時にやる。合同練習とかじ

ゃなくて、そもそも別々に練習すると。全体を２団体あるいは３団体で使うということが現状

あっている。それを知らないはずはないんですよ。 

 そして、そもそも規則の中で３時間までという縛りがあるからですよね。だから、両方で使

えばいいじゃないかと。もしそれがいいというんであれば、そしたらどこでもそれはできます

よ。そしたら予約の仕組みとか料金の設定が本当に意味がなくなると思うんですけれども、そ

れをもう一回聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 現在の太宰府市の公園条例においては、複数の団体が共有して利用して

はならないというふうなことがないんですよね。それで、どういうルールがあるかというと、

今議員がおっしゃったように、１つのチームがそれぞれ割り振られたＩＤを持っております。

そのＩＤで予約をするというような仕組みになっていますので、予約をした団体が、私の最初

の回答のように、例えば練習試合をするんだとか合同で練習をするんだといった状況について

は、我々の今持ち得ている条例とか、それからいろいろな規則等について、そこを違反とまで

は言えないというような状況でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 押さえるだけ押さえておって、別のところで大会がある場合、何回勝

ち上がるかどうかわかりませんよね。その間ずっと誰も使わずにほったらかしておくと。しか

し、そこは占有、入ったときに使えるわけですよね。つまり一般市民は入れないわけですね。

子ども入れない。そういう状況があることはご存じですか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） そのことについては、市民の方から情報をいただいて認識しておりま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 認識しているんだったら改善に動いてください。 

 もう少し言いますと、さっきは例えば３時間、３時間で６時間ですけれども、そこの間を使

われたら結局誰がいつ何時に来るかわからないんですよね。朝早く来る人もおる、昼だけちょ

こっとおられる、夕方少しもおられる。その人たちにとっては、結局いつも使えないわけです

よ。あそこは使えない公園というのは、条例が云々ということで違うと言うけれども、それは

違うと思う。現状を認識されていない。 

 もう少し言いますが、他の施設ですね。本市には、この前から何度も言いましたが、運動公
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園はきちんと条例の中で４つ定義されてありますよね。それらがあいている状況があると。こ

の前具体的な数字を、４割であるとか２割であるとか、あいていると。そこを使う使わんはし

かし利用者の自由だから我々はというふうな話だったんですね。 

 しかしながら、こういう問題があるんであれば、例えば調整会議なんかには所管も出られる

でしょう。そんな中でいろいろな指導というか、調整もできると思う。 

 また、これは一応聞きたいんだけれども、市内には大学、短大が幾つもありますね。総合体

育館のときに、そういうふうなところの体育館を利用させてもらえんのかという議論もあった

んですよ。そうすると、あいているときはどうぞという話だった。そんなふうなことを調査さ

れたのか。あるいは近隣市の中でお互いやりとりする協定も結んでいるでしょう。それはどう

なのか。使えるのか使えないのか、どんなふうなご認識か聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） １つ、大学については、私も先日キャンパスネットワーク会議のほうの

それぞれの大学の事務局長さんですかね、そちらが来られる会議に出席させていただいて、そ

ういう貸し出しがあるということはその中で、またその貸し出しについていろいろな課題があ

ったりとか、ご要望があったりするというのも認識しておりますので、今おっしゃった大学に

ついて利用できるかできないかということを私自身が知っているかということであれば、もう

それは私自身は知っております。 

 もう一つ、近隣市なんですけれども、近隣市につきましては、我々も今現在の市内の、大体

今は歴史スポーツ公園を主に使っている団体が地域の少年ソフトであるというようなところも

考えて、そこまで近隣市を使うのかという話については、我々もちょっとそこまで考えており

ませんでしたので、済みませんが、私自身その協定等については、申しわけありませんけれど

も、ちょっと明らかにこういうところまでわかるということはございません。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） もう一点、許可の取り消し、原状回復も聞きましたけれども、結局特

定するに至っていないからどうしようもないというようなお答えだった。しかし、そういうふ

うなものを管理人さんが見ていると。そういう報告も受けていると思いますが、どうなのか。

使用許可の取り消しである前に、何らかの指導というものをやったのか、そこを聞かせてくだ

さい。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） まずあいた状況等の話からさせていただきますと、あいた状況について

使わないというのは、先ほど私も条例上でそれは１つのＩＤでというような話をしましたけれ

ども、じゃあ適切かというとか、条例でいいかいけないかではなくて、適切なのか不適切なの

かということでいけば、指導していくと。 

 それから、管理人さん等がそれを発見した際のことについては、前回も議員のほうから、管

理人さんのマニュアルですかね、どのように管理をしていくのかということの整備についてご
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指摘がありましたけれども、そこのところの連絡は我々としても課題と思っていますので、管

理人さんとどう連携していくかと。我々としては、そこの中でそういう報告があった場合には

指導をしておりますので、そこで全く報告があって何もしていないということはございませ

ん。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 平成30年６月議会に、補正でこの公園のフェンスの補修というものが

上がっていた。我々の総務文教常任委員会にも付託されて審議しました。そして、本会議でも

全員賛成で可決されたんですよ。その後、たしか46万6,000円のフェンスの補修は、これは執

行されたのか、聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） その予算については執行されてございません。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 議会では認めたんですが、なぜ執行されなかったのか、理由があった

ら聞かせてください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 先ほど議員のほうからフェンスの件、芝の件等はありました。我々とし

ては、フェンスの状態がよくないのであればきちんと修理をしたいというふうには思ったんで

すけれども、それで予算も出させていただきました。 

 ただ、先ほどからこのフェンスの件も含めましていろいろな課題等があるのは、我々もその

時点でわかりましたので、今そのことをするのはいかがなものかと。きちんとやっぱり本当に

ご理解を得た中で進めていくのが大切ではないかなというような判断で執行していないという

ような状況でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 芝生も同じことですよね。今のところあそこをもう一回植栽をすると

かという補正というか予算は上がっていないですけれども。 

 それでは、今度は公園台帳について少し聞かせてください。 

 公園台帳は、大まかに言いますと、開設以来ほとんど変わっていないと。電子化も進んでい

ないということですが、本来公園台帳というのは、木々の一本一本まできちんと載せないかん

わけですよね。若干まとめてする分にはわかりますけれども、しかしこういった芝生が大幅に

なくなったなんていうことは、芝生面積なんかもちゃんと載っているわけでしょう。その辺は

非常に疑問を感じる。 

 そこで、６月、９月とやったんですが、その後更新されたのか。この中で、先ほどある７つ

の倉庫はどういった記載をされているのか。その中での芝生の面積は変わらずなのか、開園当

初から変わらないまま記載されているのか。また、その約2,400㎡の差ですね、現況との差は

どうされるのか、聞かせてください。 
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○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 公園台帳につきましては、私のほうからご回答申し上げます。 

 今門田議員のほうからおっしゃっていただきました台帳整備、いわゆる変更点の記載につき

ましては、現在こういう市民の方とも、団体とも協議している中で、今のところ修正等は行っ

ていないところが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 台帳はいずれやっぱりきちんとしてもらわないかんのですが、市とし

て消失した芝生面積約2,400㎡、金額で言いましたらどれぐらいになるか把握していますか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 面積で幾らになるかということについては試算しておりませんので、申

しわけございませんが数字を持ち合わせてございません。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） してください。ここで細々言ってもあれだけれども、やろうと思え

ば、ドローン飛ばしても、上から目視でも写真撮った中で見ても割とすぐにできると思いま

す。そもそも指定管理者は芝生の管理業務で発注するときに面積を出しているわけでしょう。

それがどうなのかということもありますし。 

 テニスコート、弓道場、相撲場の敷地面積はさっき聞きました。たしか一番最初、建物の面

積出していたような記憶でこれを聞いたんですが、それで、時間もあるようですが、まず公園

の区域面積、ところでこの公園の敷地面積と区域面積、公園面積、この区域面積という言葉に

何かどういった意味があるのか、簡単でいいので聞かせてください。敷地との違い。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 私が捉えているところでは、敷地面積というのは公園台帳に載せ

させていただいている部分だというふうに捉えていますが、もう一つの分につきましては、こ

の歴史スポーツ公園は告示公園と言いまして、都市計画決定した公園ではなく、市のほうがこ

ういう公園をつくりましたというところで告示をさせていただく。掲示板とかに張って、こう

いう公園をつくりましたというそういう告示公園になっていますので、その告示するときの面

積だろうというふうに私は捉えておるところでございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） なぜ聞いたかというと、敷地というと土地ですからね。それに対して

何も公園をより大きく見せるためにここまでが全部という何かそういう感じがしたわけです

よ。特にここに税金がかかるわけじゃないから地目が何なというのは、恐らく登記機関という

か、国のほうとかも余り、どうでもいいと言ったら怒られるけれども、こちらが自由につけて

いるようなところがあるとは思う。 

 その中で、先ほど聞いているように、多目的広場が１万2,416㎡、テニスが1,344㎡、弓道場
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が1,068㎡、相撲場が248㎡で、これが全部足して運動施設の計が１万5,075㎡で、これを先ほ

どのいわゆる敷地面積、区域面積でこれを割りますと23％になるというふうなことをおっしゃ

りたいでしょうが、実際にそもそもこの２つの大きな池、これはどうも調整池というふうなこ

とを最近書類で見たんですが、調整池というのはどこのどういうふうな調整をされるのかを聞

きたいんですが、今日時間が余りないので、これもちょっと疑問に感じております。 

 もちろん水利組合さんが管理はされているということは知っておりますが、そこでこの大池

と篠振池ですね、それとこの自由広場、この自由広場について、約6,000㎡ぐらいだと思うん

ですが、今面積がわかるなら言ってください。自由広場に関して、概数でいいですから。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 自由広場の面積につきましては、4,600㎡、約ということでつけ

させていただきますけれども、私どもで図面等で測量させていただいた部分でございますの

で、4,600㎡ということで確認をしているところでございます。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） 少し駆け足でいきますが、この自由広場はこれはどう見ても真ん中に

公道が通っているんですね、市道が通って、あれはどう見てもその形ですね、場所、どう見て

もこれは街区ないしは近隣公園ですね。あの辺の団地の中の一体の公園ですよ。どう見ても私

にはそう見えるんです。 

 そして、実際じゃあ一体となる公園であったら、車で、歩いてでもいいですけれども、来ら

れた方があそこの大きいところ使わんで、わざわざこの公園を使いますか。大会なんかがある

ときに駐車場として使っていることはある。でも駐車場ではないんですね。でも一体とした公

園というのは非常にわかるのある。 

 もしという話じゃないですけれども、これを外すんであれば、今言いました２つの池と自由

広場で全部これ足しますと３万7,538㎡、ごめんなさい、4,600㎡ですからこれ若干引きますけ

れども、これで割り算をすると約57％ですが、先ほどの4,600㎡でいきますと53％ぐらいにな

るかな、ちょっと電卓が要りますが、ということで半分、100分の50を超えていますよ。それ

はちょっと見解の相違だけれども、そういう見方もできるということですよ。 

 そして、もう少し言いますと、都市公園法の施行令、そしてまたそれに基づいて本市の公園

条例の中にもありますが、それぞれ市民は10％であるとか５％であるとか、今度改正もあって

少し幅ができましたけれども、その中でその街区、その市街にある公園、市街の市民に関して

は５％を努力目標みたいなもんではあるがうたわれてあると、うちもそういうふうに書いてい

るんですよね。そういう中でいきますと、あくまでもこの公園に関しての話ですが、幾つもあ

りますが、少なくとも吉松、青葉台、長浦台だけに関して言っても、最新のでいきます

8,128人。そうすると１人当たり4.2㎡にしかならない。ならないというのは何のことを言って

いるか、自由に使える面積ですよ。池が公園の面積なら、池で何をするんですか。周りを歩い

ているからあの広大な池が修景施設として本当に必要なのか。あそこでボート遊びとか、あそ
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こで泳いだりとかできるわけじゃないでしょう。公園はあくまでも敷地ですよ。要するに公園

を大きく見せようとする意図を私はこれで感じてしまうわけですよ。もし大佐野、向佐野、長

浦、吉松、長浦台全部入れれば全部で2.37㎡にしかならない。これは公園に関してですよ。と

いうことで、非常に公園の敷地全体を大きく見積もっているということにちょっと疑問があ

る。 

 時間がないので少し進みます。 

 もう最後になりますが、公園は誰のものかということで、決して使えない公園じゃないと言

っているけれども、現実に使えない、遊びに来ても使えない、子どもが使おうと思っても使え

ない、お父さんが子どもと一緒に来て、今日は何とか休みだから行こうと思っても使えないと

いうのが事実ですよ。それが事実じゃないと言うんだったら、もしそうだったら言うてくださ

い。そうなのか、どうなのか。使えないからこういう問題が出てきているんですよ。 

 現実問題、ソフトボールが数チーム、１年を通じて、これもこの前の回答でありましたが、

６割以上。結局は専用のグラウンド化しているということで、これがどうなのかと。また、こ

ういった公有地の不法占拠、施設の毀損ということで、とどのつまりが一般市民専用であると

か、市民開放日と。市民に開放するとか、一般市民専用とかというこういう感覚がそもそもお

かしいんじゃないかということなんですよ。そこをまずしっかり考えていただきたいのと、最

後のほうに監査が、これ何回もやっとるんですよ。この前事務局長にもお答えいただいたけれ

ども、事務局長は監査として指摘した以上、きっちりそれは措置をしていただきたいと、事情

もあろうけれどもとね。監査が何度もやっとって、何度も指摘して、過去からもう何年も前か

らですね。それが一向に直らんのだったら、監査って何のためにあるのかとなるでしょう。内

部監査というのはそうですか。そしたらもう第三者機関が要るぞということになってきます

よ。行政に自浄能力がないのかということになってくるんじゃないですか。その辺も含めて最

後に市長に、この問題をどうお考えか、また今後どう変えていかれるか、お聞かせください。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） これまでの随時といいますか、それぞれのやりとりをお聞かせをいただいて

おりまして、またこれまでも門田議員、議会でも取り上げていただいております。 

 私自身も非常に思い悩んでもおりまして、と申しますのが、やはり歴史スポーツ公園が開園

をされてからかなり時間がたっておる中で、当時のそれぞれの首長の方々の思い、また議員の

方々の思い、そして市民も当然門田議員がおっしゃるように、やはり自由にもっと開かれた公

園として誰しも予約もしなくて使えるようなそういう公園をお望みの方もおられれば、やっぱ

り子どもたちの未来のためにこうしたところでしっかり練習をさせていただいて将来の飛躍に

つなげたいと思っておられるそうした関係者の方もおられると。 

 そうした中で、公園というものを、この公園に限らずですけれども、例えば以前子ども議会

の際に、近くの公園がボール遊び禁止だと、ボール遊びもしたいんだと、そういう子どもたち

も逆におられたんですね。 
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 そういうことも含めまして、公園というものを一般市民、市民もそれぞれいろいろな意見あ

られますから、どうした市民のご意向をできるだけ尊重できるものかということでいろいろ考

えているところであります。 

 その上で、先ほど来事務方から申し上げましたように、現時点でのこの公園の面積なり多目

的広場の使い方なり、決して野球をしてもサッカーをしても、この地区公園、都市公園、許さ

れているわけでありますし、その面積が50％を超えているわけではありませんので、この時点

で法律なり条例違反ということは言えませんけれども、今後やはりそうした先ほど来のご意見

も踏まえまして、こうした公園を、歴史スポーツ公園の特に多目的広場をどのような使い方に

していくのか。 

 また、ご指摘ありましたように、監査の指摘もありますので、この倉庫などをどのように考

えていくかの上で、現状を変更していくべきなのか、それとも条例などを変更していくべきな

のか、そうしたこともやはり市民の皆様、また議員の議会の皆様のご意向などもお聞きしなが

ら市としても方向性を考えていきたいと、そうした思いであります。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員。 

○１５番（門田直樹議員） ありがとうございます。 

 庁議で見解は統一されているから、極端に市長が違う答えをすることにはならんとは思うけ

れども、ただやっぱりもうすぐ２年弱ですかね、期待というか、その期待というのは、変えて

くれるということで多分選挙を勝ち上がったと思います。期待が失望にならんようにぜひ強い

リーダーシップ、それと繰り返しますけれども、しがらみがあると思う。職員もね。職員皆さ

んが一生懸命頑張っているのはよく知っております。しかしながら、いろいろな条例じゃない

ところの目に見えないしがらみというのが、ずっと続いているものがあると思う。それを市長

は変えてください。強いリーダーシップを持って改善されることを期待して質問を終わりま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 15番門田直樹議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時15分まで休憩いたします。 

              休憩 午前10時59分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○議長（陶山良尚議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 12番神武綾議員の一般質問を許可します。 

              〔12番 神武綾議員 登壇〕 

○１２番（神武 綾議員） 通告しておりました３件について質問をいたします。 

 １件目は、義務教育である小・中学校の35人以下学級の拡大について伺います。 

 現在、国は小学校１年生のみ35人以下学級としており、それに加えて太宰府市では独自に小

学２年生まで実施拡大しております。その他の学年については、生徒数のばらつきもあり、
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35人以下だったり、さらには30人以下になっているところもあります。また、40人ぎりぎりの

学級もあり、子どもたちが学び、成長する場に差が生まれている状況です。 

 子どもたちにきめ細やかな指導、また悩みやトラブルの対応、教員の仕事の負担軽減にもつ

ながることから、県内でも自治体独自で取り組んでいるところがあります。太宰府市としても

段階的に取り組んでいくべきと考えますが、今後の見通しについて伺います。 

 ２件目は、四王寺山史跡めぐり遊歩道の整備について伺います。 

 四王寺山には、史跡めぐりを楽しむための遊歩道が整備されており、観光客のみならず市民

の皆さんも気軽に登れる山として、自治会や校区のレクリエーションで楽しまれています。 

 そんな中、市民の方から、道案内がなかったり歩きづらいところがあるけれども、管理はど

うなっているのかと相談がありました。 

 先日、古都大宰府保存協会発行の四王寺山史跡マップを片手に登ってきました。確かにおっ

しゃっている現状がわかりましたので、２点について伺います。 

 １点目は、定期的な安全確認、案内表示の確認の方法について伺います。 

 ２点目は、市民が気軽に登り、自然に親しみ、健康づくりにつながることから、遊歩道の周

知を広く進めてほしいと考えますが、現在の方法と今後の計画について伺います。 

 最後に、３件目です。中学校の完全給食実施について伺います。 

 市長より、平成31年度の歳出入で財源を生み出せるのか見きわめたいとの発言もあり、理解

もいたしますが、現時点について３点伺います。 

 １点目は、昨年12月に中学校給食調査研究委員会が解散してから検討会議が行われたのか伺

います。 

 ２点目は、学校給食法における食育を含めた中学校給食実施の必要性について、市の解釈に

ついて伺います。 

 最後に、楠田市長が就任して以来、複数の議員が一般質問で取り上げてきていますが、その

際の市長回答について議論、検討がされているのか、進捗を伺います。 

 以上、３件について件名ごとに回答をお願いいたします。 

 再質問については、議員発言席にて行います。 

○議長（陶山良尚議員） 傍聴者の皆さんに申し上げます。 

 先ほどから私語が若干出ておりますので、会議中は静かにお願いいたします。 

 教育長。 

○教育長（樋田京子） １件目につきまして私のほうから回答させていただきます。 

 小・中学校の35人以下学級の拡大についてでございますが、議員のご指摘どおり、少人数学

級により児童・生徒一人一人に目が行き届き、個に応じたきめ細かな指導を行うことが比較的

可能になり、一定の教育的効果が上がるものと認識しております。 

 本市では、さまざま資質・能力の基盤形成期である小学校低学年においては、少人数学級を

実現するために、市の教育施策として小学２年生を35人以下学級としているところでございま



－39－ 

す。 

 今後の見通しについてでございますが、少人数学級の拡大につきましては、クラス数の増加

につながるため、県下全体において教員不足であること、市の財政負担が増加すること、学校

施設の整備等が必要になること、学級編制上最も教育効果が上がる人数についての検証が必要

になることなど、さまざまな課題がございます。 

 これらの課題について整理をしながら検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 今学校現場ではやはり教員の数、それから子どもたちに対する人員の

配置などがさまざまな面で進めていかなければならないというような状況にはあると思いま

す。 

 このところ現場の先生方、校長先生だったりとかとお話しする機会があったんですけれど

も、やはり今の子どもたちの状況、それから保護者の皆さんの状況を見ると、１クラスの人数

を減らすということが一番の喫緊の課題で、それが子どもたちの成長につながると、学習の保

障にもつながるというような話が聞かれました。 

 これまでその話は余り聞いたことがなかったんですけれども、実際に市内でそんなお話を聞

くことがありましたので、今回取り上げさせていただいております。 

 少し実績に基づいて伺いたいんですけれども、平成30年の予算上、少人数クラスの講師の給

与として468万8,000円計上されておりまして、決算額が17万3,764円というふうなことになっ

ていますが、この差額とその理由についてお伺いしたいと思います。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 先ほど教育長が申しましたとおり、小学２年生を市の独自の施策として

35人以下学級としております。35人以下学級ということで、実は県のほうに調査研究というこ

とで県費の教職員を当ててもらえないかということで要望は出しますが、ぎりぎりまで何人配

置されるのかということがはっきりいたしません。実際に学級編制が決まるのも予算を編成す

るずっと後のことですので、これぐらい必要ではないかなということで予算を立てさせていた

だいて、実際に必要な額を執行させていただいている状況があります。ですので、どのような

人数になるのかという見きわめができないことからそのように、要するに予算の額とそれから

執行された額が差があるというふうに捉えていただいたらいいと思います。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） ということは、これについては県からの補助があったというふうな理

解でよろしいんでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 補助と申しますよりも、教員が県費、いわゆる教職員というのは県費教

職員なんですね。それ以外の者を例えば市で独自で配置するということで市費を使った教員を
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配置するということになりますけれども、例えば３つの学校が35人以下学級とするとしたとき

に、３人の先生が必要になりますよね。そういう状況を県のほうに例えば伝えたとします。２

人は配置しますよということであれば、残り１人を市費でというような状況になりますので、

補助というよりも、教職員が正規に配置されるかどうかということで考えていただけたらいい

と思います。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） それでは、最初の回答の中に、35人以下学級を進めていく上で財政負

担それから教員不足、施設の整備等に解決すべき問題があるというふうな回答がありましたけ

れども、今福岡の教育事務所管轄内の16の市と町の中で、自治体独自でどの学年かを、１・２

年生以外で拡大している市と町は12あります。実際に１・２年生以外に拡大していないところ

が筑紫野市と宗像と那珂川と太宰府の４市というふうになってきています。 

 それぞれ自治体によって拡大している、学年はばらばらなんですけれども、やはり小学校６

年生だったりとか中１、中３、ちょうど進学だったりとか進級する際に手厚くしたほうがいい

というところでの拡大をしているところが多いように見えました。 

 太宰府市の場合も、ぜひここの部分でまずは段階的に中学１年生、この学年は小学校から上

がってきて授業の方法が変わったりとか、またお友達も小学校から上がってくる子とほかの学

校から上がってくる子とのつき合いなどで影響があって学校に行きづらくなったりとかという

ようなこともあっているというふうに聞いておりますし、中学を卒業する３年生に当たって

は、進路決定についてしっかりと寄り添える環境をつくりたいというようなお話も聞いていま

す。 

 この点についてですけれども、今年度の生徒数を見ますと、35人以上のクラスの学校が、中

学１年生は学業院中学校１校ですね。そして、中学３年生は学業院中学校と太宰府西中の２校

が40人近くの子どもたちのクラスというふうになっていると思います。 

 ここを35人以下学級にすると教員が３名必要になってくると思うんですけれども、この拡大

ですね、この点を検討できるかどうかお伺いしたいんですけれども、お願いいたします。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 中学校で言いますと、恐らく中学校３年生は私の手持ちでは太宰府中学

校ではないかなというふうには思いますが、おっしゃったように、例えば３学級増えたとし

て、基本的に学級が３学級増えるということは３教室増えるということなんですよね。実際に

先ほど課題の中に市の財政負担というような言葉で言わせていただいたんですけれども、これ

については市費として先生に来ていただくという先生の雇用に係るような金額だけではなく

て、やはり教室にするということは、教室不足であればその教室をつくったりとか、備品を整

えたりとか、それから今現状、例えば学業院中学校あたりは生徒会室とあと多目的室ですね、

卓球部が練習しているところがありますけれども、じゃあそこを教室に変えるのかと。一体ど

ちらのほうが学校にとってはベストなのかということもあると思うんですよね。ですので、一
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概に先生に係る財政だけでなくて、全体的に学校自体に学級を新設できるのかとか、それから

果たしてそのことが学校としてのニーズに合っているのかということも含めて検討していくべ

きだろうと思うし、検討したいなというふうにも思っております。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 今の子どもたちを見ていますと、高校に進学してからなかなか自分が

思い描いていた高校と違う、また学習内容が違うというようなところで、学校をやめてしまう

というような子どもたちが多くはないですけれども増えてきているようにも思います。私の周

りを見ていてもそう思うんですけれども、やはり中学３年生で進路を決めるときに、学力だけ

ではなくて、どういう勉強がしたいとか、将来こういうふうになりたいとかというようなこと

が聞ける体制づくりというのが必要かなというふうに思っています。中学の先生方もそれを望

んでいらっしゃると思います。 

 ですので、そういう環境をつくるためにも、この35人以下で少人数で子どもたちを見ていく

というようなことを進めていただきたいというふうにも思っています。 

 先日、先週の金曜日に人権講座ひまわりがありました。私も参加させていただいたんですけ

れども、そのときに、その講座の内容が子どもたちの出会いから居場所って何かを考えるとい

うお話で、筑紫野市で不登校サポートネットの活動をされています長阿彌幹生さんという方が

来られまして、ご自身が３人のお子さんが不登校で、その父親として体験されたことなどをお

話しされたんですけれども、その中で、やはり学校の先生の暮らしを豊かにしてほしいという

ことをおっしゃられていました。そのことによって子どもの意見に耳を傾けられ、人権を尊重

することができるのだと思うというようなことをおっしゃっていました。本当に貴重なお話だ

なというふうに思ったんですけれども、先ほど回答にもありました教室不足、それがイコール

老朽化問題にもなるんですけれども、今学校のほうの構想計画ですかね、学校全体の構想計画

が立てられていると思うんですけれども、そんな中でもこのクラス編制の数、クラスの数など

も検討に入れて進めていただきたいと思います。 

 太宰府市のホームページ、支援制度のページを見ますと、教育に関する支援の中に35人以下

学級編制というのが載っていました。２年生まで手厚く指導できる環境をつくっていますとい

うようなことが書いてあるんですけれども、２年生まではどこの自治体でもしていることです

ので、できればほかの自治体よりも進んでいますというふうに、これを特にやっていますとい

うような形で書くほうが太宰府市の移住支援にもなるのかなというふうに思いますので、この

点も検討していただきたいと思います。 

 １クラスの子どもたちに目が行き届いてゆったりと過ごせる場所にするためにも、35人以下

学級の拡大を要望いたしまして、段階的な拡大を含めて要望いたしまして１件目を終わりま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 次に、２件目の四王寺山史跡めぐり遊歩道の整備についてご回答いたし
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ます。 

 まず、１項目めの定期的な安全確認、案内表示の確認の方法についてですが、四王寺山は太

宰府市、大野城市、宇美町にまたがり、多くの文化遺産が点在し、豊かな自然や風景を楽しむ

ことができる山として多くの方々に親しまれております。 

 また、特別史跡大野城跡として300ha余りが史跡指定されております。 

 皆様がご利用になっている四王寺山の山道は、もとは山仕事のための道でございまして、遊

歩道とされるのは、九州自然歩道など四王寺山の一部にとどまります。 

 また、案内表示の設置につきましては、福岡県の自然環境課を初め、文化財保護課、県民の

森センター、また各自治体等と多岐にわたって行われております。 

 さらには、四王寺山を愛する個人の方々により、さまざまな案内板も設置されているのが現

状であります。 

 このような中、現在は豪雨や台風等の後に各団体がそれぞれに見回って安全確認等を行って

いるところでございます。 

 市内にある８つの史跡については、順次保存活用計画を策定しており、大野城跡の保存活用

計画の中に遊歩道を含む整備計画を盛り込んでいきたいと考えております。 

 次に、２項目めの市民が気楽に登り、自然に親しみ、健康づくりにつながるための周知方法

についてですが、四王寺山は議員がおっしゃるとおり、多くの市民が気楽に登ることができる

里山であります。各種団体による大野城跡ウオーク等の行事の開催や四王寺山の紹介冊子やマ

ップの作成、配布等で周知を図っているところであります。 

 さらに、１項目めと関連しますが、保存活用計画策定後には、さらに積極的に周知を図り、

今以上に多くの方に楽しんでいただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 先ほど壇上でも申し上げましたけれども、水城館から尾根を伝って大

城山のほうに向かって歩いたんですけれども、そのときの写真を資料として提出させていただ

いています。 

 これですね。１枚目については、案内板なんですけれども、手づくりだったり、恐らくボラ

ンティアの方が作られて掲げたりとか、あと木に打ちつけたりとかというようなことが見られ

ましたし、２段目の左の写真は、案内の矢印の岩屋城跡の向きの表示があるんですけれども、

その横に九州自然歩道という矢印がついた案内板が倒れているというような状況があります。

その下の段に行きますと、手づくりで書かれた看板が外れた状態で木に立てかけられていると

いうようなものです。そして、一番下、これは通行止めということが書いてあるんですけれど

も、これが倒れて、この先は行けるのかどうかちょっとわからないような状況になっている、

放置されているというようなものでした。一番下の左なんですけれども、ステンレスの案内板

が木に打ちつけられているんですけれども、これは大野城市に入ったところにあった案内板で
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す。 

 ２ページを開いていただきますと、上２つ、これは史跡地について案内が書かれているもの

ですけれども、大野城市の教育委員会が立てたもの、またこれは上の右は四王寺の協議会が立

てられたもののようでした。下の２段の分は、左が水城城門口のところなんですけれども、こ

こは案内板がありませんし、その右のけいさしの井のところなんですけれども、ここも解説板

がないというような状況になっています。 

 このような状態で私たちが登ったときに、太宰府市の手づくりの案内板、これで迷わないの

かとかというお話もありましたし、大野城市に入ればステンレスのきちんとした案内板が何カ

所も置かれているというような状況があったんですけれども、この案内板を見ながら行くとや

はり迷ったり不安になったりというようなことが実際に私も歩いていて思ったんですけれど

も、この点についてはどのような計画ですかね。先ほど説明ありましたけれども、県とそれか

ら県民の森センターだったりとか、他の自治体、大野城市とか宇美町とか関係があると思うん

ですけれども、どのような話で進められているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 先ほども申しましたけれども、もともと山仕事のための山道ということ

で、遊歩道に関する九州自然歩道のルート案内等は、例えば県がそこを設置しておりますと

か、例えば福岡県の森林公園も同じように県が設置してありますとか、特別史跡の大宰府跡の

案内等解説については、議員が本日お持ちいただいた資料の中にもありますけれども、大野城

市が設置したり、一部太宰府市のほうも設置したりしながら、それぞれの担当というんです

か、その中で設置をしているような状況でございます。ですので、どちらかというと登られた

道というよりも、史跡としての案内であったりとか、それから自然道としての案内であったり

とか、それから公園等施設の案内であったりとか、そういった形での案内がそれぞれの担当の

役割とか責任上の範囲内で設置しているというような状況でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 一体的に見れば特別史跡の四王寺山というふうなくくりになると思う

んですけれども、そういうふうに見たときに、観光客の方が来られて道をずっと歩いていくと

きに、統一した案内板だったりとかのほうが歩きやすいですし、安心して登れると思うんです

よね。 

 私が登った部分は恐らく４分の１ぐらいのルートだったと思うんですけれども、そこでもや

はりばらばらだったりとか、同じものが重なっていたりとかというようなことがありますの

で、そこら辺は、四王寺山を管理している県ですかね、のほうに要望していただくなりして、

そういう統一性を持たせるというようなことはできないんでしょうか、その点を伺います。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 今言われたのは、大きな仕組みの中にそれぞれがきちんと役割が置かれ

て連携をしてというようなことが一番のポイントだろうと思うんですが、その点についての考
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え方としてはきちんとしたものがあるということなんですけれども、じゃあ具体的にその連携

等が案内板についてそういった連携があるかといえば、今はもうそれぞれが案内板については

やっているということですので、今後の取り組みの中で、先ほど言いましたように、保存活用

計画等もまた策定されたりしていきますので、今後そのあたりについては我々としてもきちん

と一つの検討する材料として持っていきたいなというふうには思っております。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 私が山に登ったときに使った四王寺山史跡マップですけれども、これ

全体図、一応コピーですけれども全体図です。やはりこれを見て皆さん登られると思いますの

で、やはり同じもので案内していく、こういうルートでというようなことですね。実際に歩け

るようなことをしていただきたいということを要望しておきたいと思います。 

 それから、安全面についてですけれども、資料の２枚目の下のところに、下２枚ですね。こ

れ尾根を歩いているんですけれども、倒木があったりとか、実際に通れない、通りづらいとい

うようなところもありました。 

 先ほどの回答では、各団体、ボランティア団体とか山登りをよくされている団体の方に見回

って安全確認をしていただいているというようなお話でしたけれども、実際にそれは定期的に

行われているのか、そして確認したものが集約されて改善につながっているのかというところ

をお伺いしたいと思います。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） いただいた課題については対応はしているということなんですけれど

も、今ちょっと確認させていただいたのは、定期的かということについては、例えば何カ月に

１回とか、そんなきちんとして定期的なものではないと。必要に応じて開催をしているという

ことでやっていると。 

 対応としては、何か課題があれば対応させていただいておるところです。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） わかりました。 

 今の現状を見て、案内板だったりとか、実際に通行どめの表示が倒れたままになっていると

か、倒木があって通れないとかというようなことがあっていますので、実際に報告を受けてい

るというようなお話ありましたけれども、もう少しちょっと細やかにしていただきたいという

ことを要望したいと思います。 

 この四王寺山ですけれども、実際に今いろいろな情報を提供するときに登った後に、自治会

の企画で裏山に登ろうというイベントがありまして、それに参加したんですけれども、私は水

城台に住んでいますので、水城館からではなくて、そのときは国分のほうから、坂本八幡から

市民の森を通って上がっていったんですけれども、11月になっていましたので本当に紅葉がき

れいであちこちで写真を撮って登っていったんですけれども、そのときに市民の皆さん、地元

の方なんですけれども、やっぱりこういう山は大事にしたいよねというようなお話をされてい
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ました。 

 そのときにお話しされていたのが、九重に登ったときに地元の方が、うちらの自慢の山やけ

んゆっくり楽しんできてくださいと言って送り出された、そういう山に四王寺もしてほしいと

いうようなことを言われていました。 

 近くの保育園の先生も、やはりこの四王寺山、それから市民の森を子どもの遊び場、保育の

場として使ったり、それから小学校では、先日国分小学校では歴史解説員の取り組みがありま

したけれども、先生方としてはやはり四王寺山のほうも登ってみたいと。そっちの史跡のほう

も学習させたいというようなお話もありました。そういうふうに子どもたちも気軽に登れる、

行ける場所というところでは、やはり日常の手入れ、定期的な手入れが必要ではないかなとい

うふうに思っています。 

 今、坂本八幡の横を通ってとかというお話もしましたけれども、観光客の方、来訪者が本当

に増えているというところではありますけれども、やはり市民の皆さんが楽しめる場所、市民

はやっぱり自然を守っていくと思うんですね。里山を守っていくと思います。ですので、そう

いう意味では、ご協力いただいている団体の方、少し有償のボランティアとして登録制度など

をつくってかかわっていくというような制度づくりも必要ではないかと思っています。そうい

う提案もいたしまして２件目については終わりたいと思います。 

 ３件目お願いします。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 次に、３件目、中学校完全給食実施についての１項目め、中学校給食調

査研究委員会の解散後の進捗について伺うについてお答えいたします。 

 中学校給食調査研究委員会についてでありますが、調査研究について一定の役割を終えたと

の判断から、本年９月をもって委員会を閉じております。その後につきましては、三役、部

長、課長などさまざまなレベルにおいて常々研究検討を重ねているところであります。 

 次に、２項目めの学校給食法における中学校給食実施の必要性について市の考えを伺うにつ

いてお答えいたします。 

 学校給食法は、給食を成長期にある児童・生徒に対する教育活動と位置づけまして、衛生面

や栄養面で適切な基準を定めたものであるというふうに認識しております。 

 そこで、中学校給食を実施するに当たっては、学校給食法にのっとった給食を提供し、あわ

せて食育の推進を図っていくものだというふうに認識をしているところです。 

 次に、３項目め、これまでの一般質問での市長回答を振り返り伺うについてですが、これま

で市長は一貫して任期中に一定の方向性を示したいということを述べておられます。その答弁

に従い、先ほども申し述べましたとおり、常々市長も含めさまざまなレベルで研究検討を重ね

ております。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 
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○１２番（神武 綾議員） 以前の議会で、この調査研究委員会が一定の資料が集まったというこ

とで12月で閉じたというようなお話があったんですけれども、今回９月をもって委員会を閉じ

ておりますというふうに回答が変わっていると思うんです。この点について説明をお願いしま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 資料の収集は、前回の議会でもお答えしましたとおり、12月に一定の成

果を得たということ、これには前回の議会でお答えしたことと何ら変わりはございません。 

 その中で、９月の議会の中で、計画どおり進んでいないのではないかということのご質問が

あったと思います。その計画が、我々も何に基づいているのかなということで考えましたとこ

ろ、第１回目の調査研究委員会ですね、あの中のレジュメに計画ということは載せておりまし

たが、それは調査研究委員会を通して決定したこととして載せていたわけではなくて、最初の

レジュメに案として載せてはおったんですけれども、その中でまだ調査研究等も進んでいない

状況の中で計画を立てるというのは、これは順序としておかしいだろうということでありまし

て、無責任にそういう計画を立てるということもいかがなものかということで、９月の議会の

後にもう一度再度調査研究委員会で集まりましてそのことを確認させていただきました。 

 ですので、その９月の会につきましては、１回目のレジュメに出ていました計画について

は、我々としては１回目の調査研究委員会の中でこの計画というのはもう当てはめることはで

きないというふうに確認しておったことを再度９月の中で、その計画だけがひとり歩きすると

皆さんに誤解を与えたりとか不安を与えたりする部分もありますので、きちんと９月の会の中

で再度確認をさせていただきましてそのときに正式に閉じさせていただいたということで、今

回の回答につきましては９月ということでお答えをさせていただいております。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） ということは、12月から９月の間に何か進捗したということではない

ということですね。でよろしいでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） その進捗ということがどういう内容かということは別にしまして、我々

としては、いろいろな施策をするに当たってはいろいろな情報がやはりないと幅広く情報を持

っておいたりとか、一体どんな考え方でするかということを自分たちの中できちんと整理をし

ないとそういうことはできないというふうに思うんです。ですので、その進捗というのが実際

に何かが、例えば中学校給食の何かを始めたとかということであれば、その進捗ということは

ないと言えるかもしれないんですけれども、先ほど私も申し上げましたけれども、かなりの頻

度で我々も持ち得た情報は、例えば市長も含め三役とか部長とか関係課長等の中で協議をした

りすることはしておりますので、そういったこととしての進捗は常にとまることなくやってい

るという状況でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 
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○１２番（神武 綾議員） 進捗というのは、もう何か方向性を決めて動くという意味ですね。や

はり今市民の皆さんそれを望んでいますので、そういう意味で伺っています。 

 調査研究委員会が12月まで行われていて、９月にも１回行ったというようなことになってい

ると思うんですけれども、12月までの５回の委員会の内容を市民の方が情報公開請求をされて

います。その内容を少し見たんですけれども、この点について１点伺いたいと思います。 

 方式についての方式別の概算資料なんですけれども、これは７月の委員会のときに１回目が

出ているんですけれども、芦刈市長時代に出た概算資料から、デリバリーの今の注文方式の弁

当式の方式を全員喫食にした場合の金額の変更があっていたと思います。 

 そして、１回目のときは全員喫食の金額が変更になって、そして喫食率が載っていたんです

けれども、この部分が削除されていると思うんですよね。ですので、全員喫食の場合の金額だ

けになっている、デリバリーについてはなっているというような状況になっていました。 

 そして、２回目、12月にさらに概算資料が出ているんですけれども、それには、さっき１回

目のときに外されていた喫食率別の金額が掲載されていまして、そしてさらに弁当方式の完全

給食をしている直方市のデータ、それからケータリング方式、これは初めて出てくる言葉です

けれども、那珂川市が行っているケータリング方式の資料が添付されたということで、資料が

増えている状況、減ったり増えたりという状況なんですけれども、こういう内容で結局決めづ

らくなっているのではないかなというふうに感じるんですけれども、この点についてはちょっ

と市長にお伺いしたいと思います。 

 資料が二転三転して難しいところもあると思うんですけれども、市長がこうしたいというビ

ジョンがあってこういう資料請求をされているのか、ビジョン自体がちょっと、今検討してい

る状況だとは思うんですけれども、それが伝わってこないところがありますので、その点につ

いて今市長の考えてあることをお伺いしたいと思います。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 増えたり減ったりというご指摘もありましたけれども、あくまで私としまし

ては、就任前の議論というものももちろん大変議会の方、市民の方も含めまして大変必要な議

論であるということも認識するとともに、やはり私自身就任した後、私自身が公約として申し

てきたこと、答弁として申してきたこと、そうした中で責任を持って方向性を決めていくとい

うこともさらに必要なこと、大事なことだろうと。そうした思いの中で、できる限り広くいろ

いろな資料、捉え方、予算の考え方、そうしたものを調査研究委員会の中で議論をいただいて

きました。 

 先ほど来部長からもありましたけれども、調査研究委員会という名前、役割でありながら、

当初進め方、スケジュールまで、むしろ最初の時点で方針を出していたことに対しては、私と

してその権限としていかがなものかという中で、それについては取り消しをさせまして、一旦

閉じておりますけれども、その後やはりいろいろな議論を重ねておりまして、最終的には、先

ほどの質問で、私のこの平成31年度の歳出入でというのは、語る会での私の答えでしたです
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か。この平成31年度の歳出入で財源を生み出せるのか見きわめたいと言ったのは、私が語る会

で……。 

              （12番神武 綾議員「議員協議会で」と呼ぶ） 

○市長（楠田大蔵） 議員協議会で。そうした発言もしてきておりますように、やはり最終的には

方式なりあり方なり、そうしたことも全てどれだけの予算をかけて中学校給食を考えていく

か。もっと言えば中学生、小学生、子どもたちの予算というものを考えていくかの中での予算

になってこようかと思います。全体の中でのですね。そうした中で我々として、市としてどの

ような予算組みができるのか、この給食のあり方を実行に移していけるのか。 

 これまでも就学援助をランチサービスの中でも導入をしたり、また注文の利便性を高めてき

たりという努力は重ねてきておりますので、その上で全国的な動向も見きわめながら今後の給

食について私自身最終的に任期中に一定の方向を示していきたいと、そうした考えでありま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 市長のビジョン、こうしたいという思いが全体の子どもに係る予算の

中からというようなこともありましたけれども、毎回議員がこの問題を取り上げていますの

で、取り上げているということは、それぞれの議員に市民がどうなっているんだという声があ

るということですので、そのことを重く受けとめて進めていただきたいというふうに思いま

す。 

 学校給食法について質問させていただいたんですけれども、学校給食法、今年５月だったか

と思いますけれども、学校給食会が主催した食育の講演会があったと思うんですけれども、そ

のときのお話の中で、今の子育て世代の食事情の話がありました。私たちが子どものときも菓

子パンを朝食べていくというようなことが、何か中学生格好いいみたいなところがあって、私

もそんなこともやったときもありましたけれども、そういうことが今も続いています。そうい

う現状なども話もされましたし、私はちょっと衝撃的だったのは、家の中でみそ汁の回し飲み

というのがあるというふうにおっしゃられたんです。というのは、普通だったらみそ汁という

のは１人１杯あるじゃないですか。配膳されると思うんですけれども、みそ汁が１杯食卓の中

に１つ置いてあって、それを家族４人で回し飲みするというような状況がある家庭もあるんで

すよというようなことを講師の先生がおっしゃっていたんですね。 

 実際に家庭のこと中身はわかりませんけれども、実際に食育、食べることについての興味だ

ったりとか大事さというのが、本当に薄れてきているというふうに思うんです。コマーシャル

でも、コンビニのコマーシャルで、パウチ、レトルトだったりとかパウチのコマーシャルが今

増えてきていますよね。おいしい、お母さんの味だとかというようなコマーシャルもあるんで

すけれども、それが冷蔵庫の中にずらっと並んだ映像がこの前流れていたんですね。コマーシ

ャルですよ。本当にこれでいいのかなと。本当に今のお母さん、お母さんだけじゃないです

ね、御飯つくるのはお父さんでも全然構わないんですけれども、保護者が本当に忙しい中、大
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変な中で子育てをしていて、それに頼ってしまうというのはわからなくもないですけれども、

夜御飯に封を切って盛りつければいいですよ、盛りつければいいですけれども、そのまま出す

とかというようなことだってあるわけですよね。サラダなんかも切ってそのまま箸で食べまし

ょうみたいな食べ方を言っているコンビニもありますけれども、そういう意味ではすごく大変

なところに来ているなというふうに思っています。 

 ですので、学校給食法、食べること、それから食にかかわっている人たちのことも学習しま

しょう、食育を進めていくというようなことが書いてありますので、それを実行していく上で

もこの学校給食、必要に迫られているんではないかなというふうに思います。 

 そして、３件目に入りますけれども、これまで市長が回答されてきました中身、進んでいる

のかという問題ですけれども、ちょうど１年前に私が国際交流基金の取り崩しのことについて

質問しました。１億9,000万円の基金を取り崩して学校給食の基金にしてはどうかという。こ

の交流基金自体がどのように使うか、国際交流についての事業の計画は今のところないという

ようなお話でしたので、そのときにこの国際交流基金のみならず、基金50億円の活用も検討し

ていきたいというような市長が回答されていますけれども、この12月議会で国際交流基金債権

売却益が1,100万円上がっています。恐らく１億9,000万円ありますので２億円になるんじゃな

いかというふうに思うんですけれども、今後この基金でまた債券を買う、利益を上げていくと

いうことをするよりも、やはり子どもたちのために使っていただきたいと。全額ではなくても

半分使うとかというようなことを要望していたんですけれども、その点についてはいかがでし

ょうか。検討されましたでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 国際交流基金の売却益というお話もありましたが、全体的にさまざまな景気

動向もありまして、こうした債券の売却益というのは今年はかなり多目に出たようでありま

す。 

 ただ、これはやはりその時々の景気動向などで売却して益が出る場合と、なかなかそうなら

ない場合もあると思いますので、いわゆるランニングコストとして組み込んでいくのはなかな

か難しいことであろうかというのが私自身今の考え方であります。 

 その上で、やはり教育予算につきましては、教育部の予算は実は私が就任してから10％以上

増加をさせているわけでありまして、この給食の件につきましては、先ほど申した就学援助な

り利便性の向上にとどまっておりますけれども、全体の教育予算としてはかなり増加をしてい

るということはまず間違いないことであります。それほど子どもたちのこれからの飛躍につい

て、私自身も力を入れているところであります。 

 その上で、先ほど来ありましたように、食育のあり方ですね。私自身も実は中学からもう食

堂でしたので、学校の給食がなかったんですけれども、好きなものばかり食べまして太っちゃ

ったかもしれないんですが、そういうことの中で食育どういうふうに考えていくか、そうした

ことはやはり重要なことだろうと思っていますので、全ては全体の予算の中のあり方だろう
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と。 

 その中で、私自身もこれまでもできるだけ少ない予算で最大の効率化ということで、さまざ

まなふるさと納税の活用であるとか、いろいろなアイデア、民間委託であるとか、そういうも

のをやってきまして、おかげさまでふるさと納税も大分収入も増加してまいりましたし、市税

もおかげさまで向上してまいっておりますので、これが一時的なものなのか、恒常的なものな

のか、さらに削れるものがあるのか、そうしたことを今年一年のまずは歳出入の一体改革をつ

くる中で明らかにしながら、この給食をどういう形で前進させることができるかを見きわめて

いきたいと、そういうことが先ほどの議員協議会での発言につながっていると考えておりま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） ふるさと納税の話も出ました。 

 市長が選挙に立候補されたときに、選挙時に私たち日本共産党の市議団で立候補者に聞き取

りをさせていただいたんですけれども、中学校給食の実施について楠田市長の回答が、各方式

を検討し、早期実現を目指す、実施まではランチサービスの改善を目指し、財源は市の予算を

しがらみなく捻出し、ふるさと納税を活用して食育と給食を充実すると答えられていました。 

 ランチサービスの改善は進んでいると。それから、ふるさと納税は進めていると。そのこと

によってまた来年度検討していくというようなお話だったんですけれども、ふるさと納税の活

用法について、まるごと博物館とかあるんですけれども、あと事業を指定しない市長裁量で積

み立てられるというようなことがあると思います。ここにやはり中学校給食の部分を入れてい

ただいて、太宰府市の財政が厳しいというのは、やはり文化財の問題だったりとか規制の問題

があって、なかなかそういうお金が捻出できないというようなことも率直に訴えられて、そう

いうところでの協力もいただくというようなことも必要ではないかなというふうに思います。 

 クラウドファンディングもされていますけれども、今市民の生活に戻ってきているかという

ところでは、ちょっと私も理解できないところもありますし、市民の皆さんからは、これって

どうなんだろうねというようなお話も聞いています。ですので、そういうところでは本当に長

年の懸案事項で、議会解散まで行ったこの中学校給食の問題解決するために、市長が公約のと

きに上げられたことももう少し深めていただいて実施できるような方向性を見出していただき

たいと思います。 

 市長が選挙のときにおっしゃっていましたしがらみのない発想力で進めていきたいと、市政

を進めていきたいというようなことをおっしゃっていましたけれども、それが今、令和の里で

注目されている観光だけでなくて、子どもたちの教育予算、そして食にかかわること、子ども

たちの体をつくっていきますので、一生の宝となる体づくりのかなめになります中学校給食に

ついてもしっかりと財源確保を来年度組んでいただいて前に進めていただきたい。 

 任期中に一定の方向性をとおっしゃっていますけれども、任期中というのはこれあと２年な

のか、あと６年なのかというところはちょっとどうなんだというような話も出てきていますけ
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れども、私たちは２年で方をつけていただきたい。一定の方向性というよりも、実現するとい

うようなことをおっしゃっていましたので、実現を目指すというふうにおっしゃっていました

ので、その点を重ねてお願いしたいと思いますけれども、この点について、この解釈について

市長どのようにお考えか、伺いたいと思います。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） まず、２年か６年かいいますと、間違いなく２年でありまして、といいます

のが、次当選できるかもまだわかりませんので、６年ということはあり得ませんので、残り２

年でということであります。 

 そうした中で、先ほど来もありましたように、クラウドファンディングのあり方もご指摘が

ありましたけれども、決してクラウドファンディングをやったことを勝手に使わせていただい

ていることでは決してなくて、やはりクラウドファンディング自体も話題性があれば集まりま

すけれども、話題性がなければ全く集まらないと思っているんです。ですから、甲子園はおか

げさまで百数十万円集まりました。記念モニュメントは700万円近く集まりましたが、これを

例えば今度筑陽学園、サッカー、また全国出場しますけれども、サッカーの全国出場でやった

場合にどれほど集まるかというのは、これはもう私どもが決めるというよりは、それがどれほ

ど報道だにそうしたところで取り上げられて市民の皆様なり市外の方が反応していただくか次

第なんですね。 

 ですから、給食の件もやはりこれがどれほどもし仮にやらせていただくとして反応があるの

かというのは全く現時点ではわかりませんし、また給食のあり方自体もこれからの議論であり

ますので、仮定の話としてはなかなか答えづらいのですが、いずれにしましても、私自身今集

中的に取り組んでいることは、市の歳入を少しでも増やしていくと。歳入を増やすことによっ

てそれが経常的になってくればそれを市民の皆様のあらゆるニーズに振り向けることができる

と。いろいろな規制なり制限がありますけれども、そのことによって給食の問題も前進するこ

とができるのではないか、そうした思いで今歳入増に向けて力を入れて頑張っているところで

あります。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 歳入を増やすということは本当に大事なことで、太宰府市が歳入が少

ない、収入が少ないというようなことはずっと言われてきたことですので、そこも期待してい

るところではありますけれども、実際に今の財政の中で必要なもの、必要でないもの、今回指

定管理の指定について議案が提案されましたけれども、施設についての老朽化の問題、これが

実際に随意選定するときに議論されたのかというような内容について納得というか、きちんと

した回答がなかったというか、理解ができるような回答ではなかったというふうに思います。 

 施設の維持管理費も含めてきちんと精査をした上で次の平成31年度の予算組み、歳入が増え

ないからできないということではなく、歳入が増えたからするということではなくて、今の現

時点で何にお金を使っていくかというところもきちんと見ていただきたいと。子どもたちの状
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況、本当に上面のことじゃないと思うんですよね、今の状況ですね、義務教育の学校に行けな

いという子たちもいるという中で、本当に手を厚くかけていかなければいけないものだと思い

ますし、その一つが学校給食だというふうに市民の皆さんも思ってあると思います。 

 ですので、こういうことを重ねてお願いいたしまして私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（陶山良尚議員） 12番神武綾議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午後０時12分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（陶山良尚議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ４番徳永洋介議員の一般質問を許可します。 

              〔４番 徳永洋介議員 登壇〕 

○４番（徳永洋介議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い、

学校教育の現状と課題、教職員の働き方改革について質問させていただきます。 

 学校教育にはさまざまな教育課題があります。その中でも不登校生徒の増加と若年層の自殺

は、解決しなければならない深刻で重要な課題だと私は考えます。 

 文科省は10月17日、平成30年度児童・生徒の問題行動、不登校等、生徒指導上の諸課題の速

報値を発表しました。それによると、小・中学校における不登校児童・生徒数は16万4,528人

と、統計開始以降初めて16万人に達し、過去最高を更新しました。 

 全児童・生徒に占める不登校の割合は、小学校で0.7％、中学校で3.6％となっており、小学

校144人に１人、中学校27人に１人が不登校ということになります。 

 また、いじめの認知件数は、全国で54万3,933件、前年度比12万9,555件増、５年で2.89倍と

なっています。 

 平成30年度版自殺対策白書では、50歳代は平成15年を境に減少傾向にあり、近年は60歳代、

20歳代の各年齢階級においても減少傾向にある一方で、若い世代の自殺は深刻な状況にあり、

15歳から39歳の各年代の死因の第１位は自殺、10歳－14歳においても、１位の悪性新生物に続

く２位となっていると記されています。 

 厚生労働省によると、こうした状況は国際的に見ても深刻であり、15歳－34歳の若い世代で

死因の第１位が自殺となっているのは、先進国では日本のみだそうです。 

 白書では、フランス、ドイツ、カナダ、米国、英国、イタリアの６カ国のデータとの比較も

掲載してあり、自殺死亡率10万人当たりの死亡率は、ドイツ7.7人、米国で13.3人、英国で

6.6人などですが、日本は17.8人と高く、事故が6.9人であることから見ても異常な傾向となっ

ています。 

 なぜ若者の死因第１位が自殺となり、児童・生徒の不登校数は増加しているのでしょうか。
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経済協力開発機構ＯＥＣＤによれば、2015年のＯＥＣＤ加盟国において、国内総生産ＧＤＰの

うち、小学校から大学までの教育機関に対する公的支出の割合を見ると、平均4.2％ですが、

日本は2.9％で、最下位となっています。 

 日本は諸外国に比べて教育予算が少なく、教職員増もされず、教職員の多忙化は過労死ライ

ンを越え、教職員の過労死や病気休暇、早期退職者が増えてきています。 

 また、子どもたちの不登校数、いじめ件数も増加傾向という状態です。 

 このような教育環境の中、本市における学校教育の状況と課題について伺います。 

 １、本市の小・中学校教育予算について。２、教職員の早期退職者・病気休暇者数につい

て。３、本市の不登校数、いじめ件数について。４、本市における41人以上学級数について、

５、タイムカード実施における教職員の超過勤務について。６、教員の多忙化の要因につい

て。７、本市の教職員の働き方改革についての７項目です。 

 再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 学校教育の現状と課題、教職員の働き方改革についてお答えいたしま

す。 

 まず、１項目めの本市の小・中学校予算についてお答えいたします。 

 小・中学校の教育費につきましては、校舎等の建設費やそれらの維持管理の投資的経費と

小・中学校の運営に係る経常経費があり、校舎等の大規模改修工事等が行われた年について

は、予算規模も大きくなりますので、単純に比較できない部分がございますが、決算額で申し

ますと10年前で５億円、５年前と昨年度は10億円というふうになっております。 

 次に、２項目めの教職員の早期退職者・病気休職者数についてお答えいたします。 

 まず、本市における教職員の早期退職者でございますが、過去５年間は５人前後の人数で推

移しております。 

 次に、病気休職者でございますが、過去５年間では10人前後の教職員が病気休職を申請して

おります。 

 次に、３項目めの本市の不登校・いじめ件数についてお答えいたします。 

 各自治体における不登校児童・生徒数及びいじめ件数については、教育的配慮から全県下で

非公開となっておりますので、10年前を基準とした５年前と昨年度の不登校児童・生徒の割合

を回答させていただきます。 

 不登校児童・生徒は全国的に増加傾向にあり、不登校児童・生徒の社会的な自立を目指した

支援は、我が国の重要な教育課題となっております。本市における小学生の不登校の出現率に

つきましても、10年前を１とすると、５年前は1.04、昨年度は1.06と、増加傾向にあります。

中学生の不登校の出現率は、同じく10年前を１とすると、５年前は1.06、昨年度は1.49と、同

じく増加傾向にあります。 

 続きまして、いじめの件数でございます。本市における小学校のいじめの認知件数につきま



－54－ 

しては、10年前を１とすると、５年前は12.25、昨年度は41.5と、増加しております。中学校

のいじめの認知件数は、同じく10年前を１とすると、５年前は4.5、昨年度は5.75と、小学校

と同様に増加しているということでございます。 

 いじめの認知件数につきましては、全国的にも本市と同様に増加の傾向が見られます。この

ことは、いじめの件数をいじめを発見することができた認知件数とし、一見ささいなことと捉

えられるような事案につきましてもいじめの芽として積極的に対応するようになったことが要

因であろうというふうに考えます。 

 次に、４項目めの本市における41人以上の学級についてお答えいたします。 

 本市における学級編制は、小学校１年生、２年生においては35人以下学級であり、中学校も

含め小学３年生以上の学年においては40人以下学級となっております。学校基本調査によりま

すと、この基準を超えるような状況の学級は小学校、中学校ともにございません。 

 次に、５項目めのタイムカード実施における教職員の超過勤務についてお答えいたします。 

 平成30年度に働き方改革の一環として、教職員の勤務実態の把握と教職員が自身の勤務実態

を知ることを目的としましてＩＣカード式のタイムカードを導入いたしました。 

 タイムカードにつきましては、出勤時及び退出時の記録であり、正確に言いますと学校での

滞在時間というふうに捉えていただけたらいいと思います。 

 導入後、半年、１年経過したそれぞれの時点で各小学校・中学校の勤務時間を集計し、学校

ごとの一月当たりの超過時間の平均を算出したところ、小学校では約28時間から47時間、中学

校では46時間から54時間という結果となりました。 

 次に、６項目めの教員の多忙化の要因についてお答えいたします。 

 各種調査によりますと、多忙化の要因として、小学校では校務分掌業務や保護者対応が、中

学校では生徒指導や部活動指導が多くの教員から上げられております。その他、小・中学校で

共通する要因として、教材研究や授業の準備、提出物や成績処理、各種調査、出張・研修会参

加などが上げられております。 

 このように、教員の業務は多岐にわたり、多忙化の要因といたしましては、１つではなくて

複数の要因があるものだというふうに考えております。 

 最後に、７項目めの本市の教職員の働き方改革についてお答えいたします。 

 本市では、平成30年４月に教育施策の全体構想にワーク・ライフ・バランスの確立を目指す

という目標を掲げまして働き方改革を推進しているところです。 

 取り組みの例を挙げますと、本年度までにタイムレコーダーの導入、市内一斉ノー部活動デ

ーに合わせた定時退校日の設定、学校閉庁日の設定、留守番電話設置による勤務時間外の電話

対応の負担軽減、部活動外部指導者制度の導入などを実施してまいりました。 

 今後も国や県の動向を注視しながら、教職員の長時間労働解消に向けた教職員の働き方改革

に資する施策について調査研究を重ねてまいります。 

 以上でございます。 
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○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） ありがとうございます。 

 １項目めの教育予算ですけれども、市長がかわるたびどれぐらい教育予算が変わったのかな

と思ってお聞きしたんですけれども、ちょっと自分が調べた分とちょっと違うんで、５億円、

10億円、10億円ということですけれども、自分が計算すると10億円にはならなかったんですけ

れども、小・中学校どういう予算の合計なのか、もうちょっと詳しく説明していただけます

か。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 昨年度の決算額で言いますと、小学校については大体約５億2,000万円

です。それで、中学校につきましては約４億4,000万円強というところになっております。で

すから、小学校のほうが校数が多いですのでやや多くなっているということです。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） ありがとうございます。 

 地方議会なんですけれども、さっきＯＥＣＤとか日本の教育とか言ったんですけれども、自

分はもう日本の教育というのはすばらしいものがあると思っています。ＯＥＣＤでも結局教員

の勤務時間というのは世界でも群を抜いて長い。一度日本の代表として行かれた人の講話を聞

いたときに、何で日本の教員はこんなに働くんだと世界から不思議がられているぐらい。なお

かついろいろなとこの取り組みがあって、やっぱり教師との信頼関係もある。なおかつ家庭の

教育力ですよね、やっぱり太宰府市でも自分のお子さんはもとより地域の方のとかでいろいろ

な活躍、家庭の教育力。ただ、政治というか国政、国としてやれていない部分があるんではな

いかなと。その分のしわ寄せが今来ていて、やはり一番弱者である不登校にあらわれたりと

か、絶対あってはならない中学生の自殺というのが今の現状ではないかなと。 

 それで、楠田市長が太宰府市は教育のまちと、それを掲げて、大変自分も賛同しているとこ

ろで、子育てなり教育で太宰府市充実させて、より若い世代の方に入ってきていただくと。こ

れはまちづくりとして方向性としては正しいと思うんですけれども、３年目に立って、来年度

の予算でこういう学校教育なり子育てなり、こういう具体的な予算を使った施策を今お考えが

あればお聞かせください。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 来年度予算につきましては、これから率直に申して私も改めて査定など、年

が明けてからにもなってきますので、来年度の予算として今の時点で確たるものを申すことは

なかなか難しいのですが、いずれにしましても、先ほど徳永議員のご指摘もありましたよう

に、私自身、太宰府市というまちはまさに学問のイメージ、学問の神様菅原道真公ですね、天

満宮があるまちとして、学問のまちとしてのイメージが非常にございます。さらには、その証

拠に小学校、中学校にとどまらず高校、大学もかなり多くあるまちでありまして、人口比から

しますとかなり学生が多いまちであろうと認識をしております。 
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 そうした中で、やはり教育なり子育てを手厚くしてそうしたものを下支えする生活支援戦略

を整えて、地域の中での社会増、自然増を促していく。その中で地域の経済効果を高めていく

といいますか、活気を高めていく。令和の改めてゆかりもいただきましたので、ご縁もいただ

きましたので、こうしたものをさらに生かして追い風にして学問、子育て、教育、こうしたも

のをさらに魅力あるものにしていくということが大変重要だと考えております。 

 来年度予算でも間違いなく、もう既に昨年来も行っております子ども・学生未来会議である

とか、またＳＴＥＡＭ教育の民間のお力もおかりしたＳＴＥＡＭ教育の導入であるとか、また

これまで随時答弁をしてきましたような教職員の働き方改革であるとか、こういうこと、また

大学との連携であるとか、こうしたものは常々私も言ってきたことでありますし、既に先ほど

の答弁でも申し上げましたように、教育部の予算としては、昨年よりも本年度が10％以上増加

しているということからも、かなり力を入れてやってきましたし、来年度予算につきましても

相応の予算立てにしていきたいと、そうした思いであります。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） やはり子育て、学校教育、かなりの課題があるから、具体的な政策、市

長がされたら僕はスピーカーになって皆さんに呼びかけるんで、現場、学校であり子育てな

り、もうちょっと具体的な政策。やっぱりそれは返ってくると思うんですよね、若い世代が入

ってくればね。やはりよその自治体とは違う具体的な施策をお願いしたいというふうに思って

います。 

 あと２項目めの早期退職者についてなんですけれども、これを上げたのは、初任者の教員に

なろうと思って正式採用された方、これは本市だけはなくて、よその自治体でもかなり多く出

ている。僕が教員になったとき初任者でやめた人いなかったと思うんですけれども、今はそう

いう傾向にあって、途中で担任の先生がいなくなるということは、子どもたちにとっても影響

は非常に大きいんじゃないかなと。初任者に対する何か取り組みとか考えとか、そういったこ

とがもしあればお聞かせください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） おっしゃったように、これは本市だけではなくて、近隣の市とあわせ見

ても、初任者で病休になられた方とか、早期退職をされた方とかがいらっしゃるのは現実的に

あります。 

 １つは、今大量にちょうど退職される方がいらっしゃって、若い方がたくさん入ってこられ

ています。そのような中で、我々市レベルだけではなくて、県も今議員おっしゃったような同

じような課題を共有しておりまして、初任者研修のあり方を１年間で詰めるのではなくて、数

年間にわたって少し延ばしながらするというような工夫はされておりますが、そのことが根本

的な解決になっているかどうかは別としまして、我々といたしましては、現在いる学校現場か

ら来ています学校教育課の副課長や、それから校長経験がある指導主幹等が、現場からの相談

がありましたら必ず現場に行きまして状況を見たりとか、直接やっぱりそういう若年の先生方
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の相談相手になるようにもしていますし、若年の方、初任者の方も含めて若い先生方の勉強会

となるものを、これは時間外に本当にその方の希望です。こちらからこういうことをしますけ

れどもいかがですかという中で、興味がある分だけ勉強会に来られたりする中で、非常に日ご

ろ知っておくと役に立つような指導技術だとか、それから指導ノウハウ等をそこで学習できる

ようにしております。 

 以上です。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） やはりただでさえ多忙、忙しい教員生活の中で必ず担任をしなければな

らない。例えば40人の学級を持った、担任になったと。40人と考えると、必ず不登校の子もい

るだろうし、そんな家庭の対応であったり、もう少し初任者研修についても教育長のほうも教

育事務所とか言われて、この実態、どうしても今ブラック企業と言われて、それを僕も否定す

る言葉がないんですよね。やはり初任者、意志を強く持って教員になられた方ができるだけ辞

めないような配慮をしていただきたいというふうに思っています。 

 それと、不登校の件数なんですけれども、僕が言った27人に１人中学校であると、そう言う

とわかりやすいんですけれども、文科省がやっているその人数相当ぐらいが太宰府市もですか

ね。この１に合わせるというとなかなかわかりにくいんで、同じぐらいでもいいし。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 大体全国的な傾向と変わりませんが、もうほぼ同じような割合で増加し

ております。 

 おおよそで言いますと、全国よりやや少し高目ではないかなというふうには思っています。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） いろいろな社会環境の中で不登校が増えている部分、かなり難しい部分

もあるんだけれども、不登校のお子さんに対しての学校現場の動きというか、そういったこと

は何か具体的に動いてあるんですか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 実は小学校より中学校のほうが、ご指摘のとおり不登校の児童・生徒数

というか生徒数になりますけれども、多くなっています。 

 ただ、本市の中学校、私は現場はすごく頑張っていただいていると思っているんですよね。

例えば昨年度ある中学校では、卒業式に全ての生徒が参加したという学校がございました。こ

れ私は中学校の現場も経験しましたけれども、ほぼ現在の各学校の中学校の状況としては大変

難しい状況というんですかね、なかなかそこに努力をしても実現できないような状況です。そ

の中学校につきましても、日ごろからどのような取り組みをしているのかということを校長会

で共有もさせていただきましたし、つい昨日なんですけれども、中学校からの情報で、本校は

１年間で１回も、つまり登校日数ゼロの生徒がいなくなりましたと。つまり不登校ではありま

すが、学校に一日も来れていないという生徒がいなくなりましたと、学校の取り組みでそうい
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う報告を受けました。 

 私はやはり同じ不登校だとしても、学校としてそのような目標を持ちまして、とにかく１日

でも学校現場に。それから、以前市長のほうも大学との連携ということで言われましたけれど

も、筑紫女学園大学との連携につきましても、我々としましては、では不登校になったらどう

子どもたちを支援していくかということで考えた施策でありまして、そのことについても学校

も共有してくださって、一生懸命この子にとってどういう支援が必要かという観点で考えてい

ただいているところです。 

 少しずつそういう、なかなか数字、外から見た数としてはあらわれないんですけれども、現

場の取り組みというのは実を結んでいるところがあるんじゃないかなというふうには思ってお

ります。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） それと、いじめ件数ですね。やっぱりいじめ、先ほど回答していただい

たように、いじめ件数を把握していることは非常に自分としてもいいことではないかなと思っ

ています。 

 ただ、若年層の自殺が日本で多いと。それの解決は難しいけれども、太宰府市の小・中学生

の自殺はゼロでないと絶対いけないと思うんですよね。そうなったときに、クラスが41人であ

ったり、多忙化であったり、教員が幾ら頑張ってもやることがいっぱいあって、そこで自殺に

走る子は自分はいじめられていると自分の言葉で言わないから、より多くの大人の目が要ると

思うんですよ。そういうのを初任者に任せたり、なかなかよその学級まではその学年の主任の

先生であってもなかなか難しい。非常に大人の手というか教師の手が足りない。国のほうが定

数改善してくれればいいんですけれども、そこまでないんで、やっぱりここは市単独で市長何

とか市の採用でサポート的な、特別支援学級に支援員さんがいるように、初任者の方であると

か40人学級のいる学年に対して、結構今から退職される先生方も多いと思うんで、再任用の方

を、そんなに予算はかからないと思うんですよ。経験された先生方をそういう40人学級のある

学年であったりとか初任者のいる学年にサポート的に市単独で来年度予算にちょっと入れてい

ただいて、現場は非常に助かると思うんですよね。やって悪いことはないと思うし、不登校の

対応にしても変わると思います。 

 自分が学業院中に勤めていたとき、授業がなくて不登校にかかわって二十数名の子を学校に

来させました。定期的に教師の勘でかかわれば必ず変化もあると思うんですよ。授業のないサ

ポート的な市単独の教員を、そんなに予算はかからないと思う。やはりそういう教育環境をち

ょっとでも変えるようなそういう取り組みをしていただけたらと思うんですけれども、ご見解

を。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 議員ご指摘のように、非常に何といいますか、理想と申しますか、とにかく

先生が少しでも少ない生徒に例えば１対１の授業ができればよりさまざまなニーズに応えられ
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るのは間違いないのでしょうけれども、それではもちろん社会性などの体得にはつながらない

こともありましょうし、そうした意味でも、先ほど来、神武議員のときもありましたように、

学級編制上最も教育の効果が上がる人数がどれほどなのかという検証も必要だと思っておりま

す。 

 その上で、しかしそれでもなお今のご指摘のように、子どもの自殺ということがあってはも

う本当にならない。これはもう本当に私も痛切に感じておりますし、また不登校が社会問題化

する中で、筑紫女学園大学さんとの連携のもとに、子どもたちの居場所が少しでも選択肢が広

がるようにということでキャンパス・スマイル事業というものもスタートさせていただいて、

これはまさしく学問の町として全国的にもご注目をいただいているということでありますの

で、そうしたことを一つ一つ丁寧に実行に移しながら、その上で先ほど来の予算もかかること

でありますし、適正な人数がどれほどのものかということもいろいろ議論もあるところであり

ましょうから、同じ話になりますけれども、やはり歳入というものをしっかりと確保しなが

ら、そして市民のニーズ、特に子どもたちのニーズに応えられるような予算に仕上げていくの

が私の役割だと思っておりますので、さらなる努力を続けてまいりたいと考えております。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） 先ほども言ったように、今学校現場の先生方も保護者の方も頑張ってお

られると。ただ、やはり太宰府市で絶対に自殺者を出してはいけないと思うんですよね。 

 この前横浜の少年相談センターに視察行って、今大人の方のひきこもりも問題やないです

か。小・中学校で不登校を経験の方の約５割に近い人がそのままひきこもり。早い段階ででき

る範囲手を打つということは、そこへ予算使っても、後で将来的には返ってくるもんだと思う

ので、ぜひ前向きにご検討していただければと思います。 

 あと次に、タイムカードの実績なんですけれども、これは平均ですかね、何人からの時間、

もうちょっと説明していただきたい。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 平均でございます。だから、例えば学校によっては４時45分だったり４

時50分だったり、最後の閉庁時間というか退出時間がありますよね。それ以降どれだけかとい

うのを計算しまして、学校ごとに平均を出しましたので、私が例えば小学校で約28時間から

47時間という話をしましたけれども、これは一番少ない学校と一番多い学校の幅で言わせてい

ただきました。大変説明が足りなくて申しわけございません。 

 中学校も同様に、46時間から54時間というのは、幅として言わせていただきました。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） まだ始まったばっかりですけれども、この数字は学校現場のほうにも返

していかれるんですか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） これは前期、後期というふうにうちは２学期制でやっていますので、そ
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の節目のときとかに数字を出しまして、各校長先生方には他校の状況もわかるように、ただ学

校名は伏せさせていただいて他校の状況もわかるようにしてご自分の数値は知らせておりま

す。 

 それで、やはり多い学校につきましては、例えば会議を減らす、短縮するとか、行事の精選

を行うなどの取り組みをしていただいて少しでもこの時間外に学校にいる時間というのが短縮

できるような工夫をお願いしているところであります。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） 多忙化の原因についてなんですけれども、この前文科省が小・中学校の

授業時数が大幅増となっていることが調査でわかったと。小学校５年生の年間授業時数平均、

2008年999時間から2017年度は1,040時間に増加、中学１年も1,027時間から1,061時間に増加。

今後も小学校の英語の教科化などで授業時数の増加も見込まれていると。 

 この調査結果を受け、文科省は３月末に初等中等教育長名で通知。指導体制を整えずに標準

授業時数を大きく上回れば教師の負担増加に直結するとし、2019年度以降の年間事業計画を精

査し、必要な場合には授業時数の見直しなど措置をできるだけ早い段階で講じるようにという

通知が出ていると思うんですけれども、これ質問上げていなかったんですけれども、標準授業

時数を本市の場合は上回っているんですかね。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 実は授業が増加するというか、増えるということは当然我々もどこの自

治体もそうでしょうけれども、それはつかんでおりますので、昨年度各小・中学校の主幹教諭

を集めまして、教育課程の編成についての市としての研究委員会を開きました。それで、標準

時間に対してどうかと。いわゆるもう議員もご存じだと思いますけれども、標準時間ぎりぎり

で設定することは、これは大変危のうございます。なぜかといいますと、今でしたら自然災害

等で休みになるとか、それからちょうど今その時期になりますけれども、インフルエンザで休

校になることもございますので、授業時数は当然カットされるというか、その分はできなくな

るということがありますので、標準時数を上回ってこれ計画を立てるというのが適正な、ある

程度の上回った数字というのは適正な数字で、その上回る分については、前年度とかの時数を

参考に考えていただいています。 

 その結果、現在といたしましては上回ってはいますけれども、大きく上回る必要がございま

せんので、各学校でそこの調整はしていただいているところです。 

 ですので、ご質問の標準時数を上回っているかといえば、必要な分として上回っているとい

うことで捉えていただけたらいいと思います。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） 自然災害の分も含めてできるだけ減らす方法でというようには文科省も

載せている。校長先生も授業時数確保ということで、本市の中学校、例えば定期考査前に６時

間目が終わってから完全下校の５時半まで先生たちも一緒にテスト対策をやっている。中間テ
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ストは金曜日に５時間。でも月曜日には返さなければいけない。いつ問題つくっていつ採点す

るかという。やっていることは非常にすばらしいことなんだけれども、結果的に本市の中学校

で授業時数もせないかん、テスト対策もせないかん、放課後。これが実際今行われているんで

すけれども、教育長そのことについては何か。 

○議長（陶山良尚議員） 教育長。 

○教育長（樋田京子） 定期考査を何日間でするかというのについては、今いろいろ議論があって

きたところでございます。以前は中間は２日、期末は３日というような形で実施をしておりま

したが、１つ転機といいますか、考え方の中でも、高校入試が１日で行われるというようなこ

ともあって、それでやっぱり５教科ぐらいは一緒にやろうかと、１日でやろうかというような

動きが出てきたようです。ということで中間考査は１日でやるというような今実情になってい

ると思いますし、基本的には学校のほうでテストの時数をどう組むかとか、それから時間割り

をどう組むかということは先生方の意見を集約しながら決められているというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） 完全な労働基準違反ですよね、５時過ぎまで働くという、公的な部分で

ですね。前、僕は最後の学校二日市中ですけれども、同じことをそれは授業時間にやっていた

んです、６時間目に。総合学習の一環として。非常にいいことだと思うんですよ。やはりそこ

で質問コーナーみたいのもいいだろうし、学び合いでもいいだろうし、やはりそれを学校にい

る先生たちも問題だと思うし、やっぱり校長先生も問題、各学校の校長先生にこの働き方改革

についてもうちょっと教育長のほうからも言っていただいて、より現場の子どもたちが学力に

取り組むような、またいろいろな研究にしていっていただきたいと思うんですよね。 

 学校によってはその学び合いで不登校がなくなったとか、学校によっては定期テストをなく

してから実力テストに変えるとか、いろいろやっているわけですけれども、子どもたちがより

学習意欲が高まるような、それは調査研究していただいて、ただ、今やっていることはぜひや

めさせていただきたいというか、やはり授業時間が基本だと思うんですよ。放課後の時間まで

子どもを残すというのは、子どもも自分のペースに勉強したいやろうし、やはり６時間目内で

やるというのがごく当たり前のことだと思うので、やはりもう一歩校長先生たちにもこの働き

方改革について、もしくは先生方にもこの働き方改革について、できるだけ無駄な仕事をなく

して、より子どものために向き合うためにこの働き方改革があるんだということをもう一度ご

指導していただければと思います。 

 それと、行事も本市の中学校で土曜日に合唱コンクール、日曜日に部活の新人戦、土日とい

う行事設定がなされている。中学校２年・１年生の子は新人戦も頑張らないかん。クラスでも

頑張らないかん。それに向けて同時並行みたいな形で今なっている。やはりいろいろな行事が

残っていると思うんですよ。そこのところで、全て教育効果はあると思うんだけれども、１日

24時間しかないし、子どもたちも大変だと思うし、先生方も大変だと思うんで、その辺の行事
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の精選については何かお考えがあればお聞かせください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 各学校の行事については、これは教育委員会がこれだけの行事をすると

いうようなことで計画しているわけではなくて、各学校の実態等に合わせながら組んでいると

ころでありますが、今ご指摘いただいたような点につきましては、行事の組み方の工夫として

解決できるのか、行事の精選として俎上に上げて考えていかなければいけないのかというのは

ございますので、そこのことについてはまた、今回質問いただいた件も含めて我々としても校

長と協議をしてまいりたいというふうに思っています。 

 それと、例えば市の行事でいきますと、実は市の行事も幾つか削減というか、減らしたのも

あります。それから、土曜日授業につきましても、学校の振りかえがない授業につきましては

今までは３日ということを決めていましたけれども、それも特段設定する必要がないというこ

とで、授業確保が確認できたからそのようなことをしていますので、今後ますますそういった

ことを進めていきたいなというふうには思っています。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員。 

○４番（徳永洋介議員） 前の教育長のとき、太宰府が小・中で２学期制を始めた。３年前調査期

間あって、その話最初聞いたときに何でと思ったんですけれども、やはりかなりそれは学校現

場にとってよかったんやないかなと私は思っています。 

 お金を使わんでも、先ほどワーク・ライフ・バランスと、もう一つ県で出しているのが、教

職員が子どもと向き合う時間を十分に確保し、学校教育の質を維持向上させること、この２つ

が柱だと思うんですよね。今回働き方改革、ぜひ現場の子どもたち、現場の先生の働きやすい

状況をできるだけ教育委員会のほうでも指導していただくことをお願いして私の一般質問を終

わります。 

○議長（陶山良尚議員） ４番徳永洋介議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時55分まで休憩いたします。 

              休憩 午後１時40分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時55分 

○議長（陶山良尚議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 13番長谷川公成議員の一般質問を許可します。 

              〔13番 長谷川公成議員 登壇〕 

○１３番（長谷川公成議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告して

おりました２件について質問させていただきます。 

 まずは、高雄交差点についてです。 

 県道筑紫野筑穂線から高雄交差点に向かう際に右折レーンが設置されておりますが、右折の

矢印信号が設置されていないため、朝の通勤・通学時間、夕方の帰宅時間、日・祝日など時間
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帯によっては渋滞を招いている状況が見受けられます。 

 国道に接する大型交差点では、右折信号が必ずと言っていいほど設置されておりますが、高

雄交差点はいまだに設置されておりません。早急に設置されるように要望いたしますが、見解

をお伺いいたします。 

 ２項目めに、高雄中央通りの国道バイパスにつながる交差点の青信号時間が非常に短く、

二、三台しか進むことができません。青信号時間を長く点灯するよう要望いたしますが、見解

をお伺いいたします。 

 次に、指定学校変更の許可要件について質問させていただきます。 

 本市では、来年度より部活動による校区外通学が認められるようになります。この件に関し

ましては、以前から教育委員会に要望しておりましたが、部活動に重きを置く生徒が安心して

活動できる環境が整い、非常に評価できることと考えています。 

 太宰府市の中学生がレベルの高い県大会、九州大会、全国大会で活躍することを心から願っ

ております。 

 そこで、今後部活動を理由とする校区外通学が認められるようになりますが、例えば社会体

育活動での通学とその他の理由による通学は認められるのか伺います。 

 以上、２件３項目について質問させていただきます。 

 なお、再質問については、議員発言席にて行います。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） １件目の高雄交差点についてご回答申し上げます。 

 まず、１項目めの県道筑紫野筑穂線から国道に出る際に高雄交差点に右折レーンがあるが、

右折信号がないために右折できず渋滞を招いているについてですが、高雄交差点は県道筑紫野

筑穂線から国道に出る際に右折しようとする車両にとっては、対向車線の交通量が多いことか

ら大変苦労する箇所で、これらの影響で後続車がつながることによる渋滞が発生するなど、以

前からその対策が望まれていることは認識しているところでございます。 

 このような状況の中、右折信号の設置につきましては、対向車線、交差点を挟んだ車線にな

りますけれども、に右折レーンが設置されていないこともあり、現時点では難しいというふう

に考えているところでございます。 

 今後、国道管理者であります九州地方整備局や県道管理者であります那珂県土整備事務所、

筑紫野警察署と高雄交差点の渋滞対策について協議を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、２項目めの高雄中央通りの青信号が極めて短い、改善できないか伺うについてです

が、この点につきましても、国道・県道・市道が交差する信号になりますので、九州地方整備

局や福岡県那珂県土整備事務所、筑紫野警察署との協議が必要であると思いますが、現在、車

両通行量・道路幅員・車線数などの状況や、この交差点だけでなく、前後の国道路線に連動し

ての信号設置になっていることから、大変難しいと考えております。 

 状況は認識しておりますので、まずは筑紫野警察署と協議をしてまいりたいと考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） ご答弁ありがとうございます。 

 まず、今の部長のご答弁では、対向車線がちょっとややこしくなるので、私が言っているの

は今、バス停で言うと高雄のバス停に近い右折レーンが設置されている。反対側は鬼の面側と

いうことにしましょう。 

 高雄側には右折レーンが設置されています。しかし、鬼の面側はついていないということ

で、右折レーンが設置されていないと右折信号は設置されないのかということでちょっと確認

をお願いしたいんですが。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 回答では、右折レーンが鬼の面側ないと申しましたけれども、ま

ず基本的には交通量とか直線車両がどのぐらいかとか、右折・左折がどのくらいかというそう

いう交通量を一つの目安にするというのもあると思います。 

 それとあと、レーン同士が右折レーンがきちっと整備してある交差点であるかというのと、

それとあと中心線というのがございまして、道路の中心線が真っすぐですね、どうしてもゆが

んでいると事故が起こりやすいということもございますので、中心線をそろえるというこの３

点だというふうに私は捉えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） この交差点は大体年に数回は、かなり死亡事故も出るぐらい大きな

事故があっています。前回の事故は自転車が通っているときに右折なり左折なりの車に巻き込

まれて亡くなられたといった事故も発生しておりまして、非常に危険なんですね。 

 ただ、今多少改善されたのが、歩行者信号が今非常に短くなりました。全体を通してなんで

すけれどもね。歩行者信号が短くなったために、歩行者を気にせず、赤になったら歩行者は渡

りませんから、それで右折車も何とか行けているような状況なんですけれども、やはり非常に

危険で、朝なんかも右折ばっかりの車が多いもんですから、後ろにずらっと左折もできない直

進もできないということで、高雄側も鬼の面側も非常に渋滞しています。ですから、ここをい

ち早く改善するためにはやはり右折信号が必要ではないかなと。 

 ただ、部長が今おっしゃったように、そういった右折レーンを設置されないと右折信号が設

置されないということであれば、鬼の面側、数年前に店舗がありまして、何年もそこはもう見

てみたら店舗が建つ予定もないですし、ほったらかしの状況なんですね。ですから、そういっ

た土地を県が一番近いから県ですかね、に要望して購入していただいてそこら辺全体の改善を

お願いしたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 
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○都市整備部長（井浦真須己） 実は今議員おっしゃっていただいたように、県道の筑紫野筑穂線

でございますので、一応県のほうにも今の状況を確認をさせていただきますと、あそこの土地

が更地になっていることも県のほうも認識をされておりました。 

 ただ、どうしても道路事業というのは優先順位もございますので、私ども太宰府市のほうで

も筑紫野古賀線だったり福岡日田線だったりといういろいろな要望を市長名で出させていただ

く部分で、その要望の中でしていただいているというのが１つあるとは思います。ですから、

認識も県の今の事業の担当者も認識をされていますので、市としても新たに今回右折レーン、

それとあと道路の拡幅と右折レーンの設置についての要望を、口頭だけではなく要望書として

出させていただく必要はあるのかなというふうには感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） ぜひとも店舗の跡地の有効活用として交差点の改善・改良をお願い

して、まずこの１項目めは終わります。 

 次の２項目めなんですけれども、知る人ぞ知るという道なんですけれども、実はあの交差点

五差路になっていまして、斜めに高雄中央通りというところに信号が１個あります。地元地域

の人はわかっているんですけれども、知らない方はやっぱり見切り発進でバイパス見ている

と、県道が赤になったら国道の車はもう地元の人じゃないからどんどん前に出ようとするんで

すけれども、斜めから急にばっと車が出てきて慌ててブレーキ踏んでいるのを何回も、毎回毎

回見るぐらい見たことあります。 

 時間によってなんですけれども、秒数、私がはかったときなんですけれども、青信号が５秒

でした。黄色信号が２秒で、あともうずっと赤です。黄色で行っていいかはちょっとあれなん

ですけれども、大体青は５秒しかないということで、５秒のこんな短い信号あるのかなという

ところで、非常にあれは危険なんですね。ましてや国道を歩行者で渡ってきた人たちが、ぎり

ぎり渡ります。それからまた県道のほうに渡ろうとすると、その斜めの道の前を横断しないと

いけません。青になっていきたくてもやっぱり歩行者、自転車等があればそこが渡れなくなる

んですね。やっぱり後ろの車ちょっといらいらしたりとかして、ちょっと言い方悪いかもしれ

ないですけれども、ひょっとしたらあおり運転を誘発する可能性も十二分に考えられます。 

 知っている人は、正直言いますと、県道がそろそろ赤になるなといったら徐々に徐々に前に

出ていって、そういったかなり危険な行為なんですよこれは。ですので、あそこの多分地元自

治会とかからも要望があっていると思うんですけれども、そういう要望等を聞かれたことあり

ますか。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 申しわけございません。過去にわたって調べてはございませんけ

れども、私が部長をさせていただくようになって４年目ですけれども、その間は要望等は出て

いないというふうに認識しているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） 多分諦めているんじゃないかなと思います。過去は要望を上げてい

たことがあって、確かに部長のご答弁でもあったように、なかなか難しいというふうにおっし

ゃったんですけれども、道路の信号はたしか県が管理しているんですかね。あれは何か一括式

で、例えば何かのときには全部青にするといったら全部青になるとか。過去十何年か前に自治

会のほうで要望が上がったときに、当時の自治会長が上げたときに、市の見解としては、１秒

もしあの信号が、ですから今言ったように５秒が６秒になるとしたら、国道が100ｍ渋滞する

というふうに言われたらしいんですね。そういったこともあって、なかなか難しいとは思うん

ですけれども、やはり非常に危険なんで、どうにか改善・改良をこちらもご要望したいと思い

ますが、あわせて過去にあそこら辺が水没をするといった話もしたことがあると思います。あ

そこはやっぱり一番高雄区の中でも水没する箇所で、ただ、今県の事業が来年の３月に河川改

修が終わるということで、そういった水没は今後なくなるのかなと思われますが、ただ過去に

質問した際に、あそこに筑紫野との境界線だから大きなパイプを入れたりとかしてというふう

な話だったんですけれども、なかなかやっぱり相手方もあるからなかなかうまく進んでいない

というのはわかるんですが、あそこら辺の交差点、今後もあの信号を国道につながるから残し

ておくべきなのか、ちょっと区全体のことを考えながら例えばどっか抜け道を１本つくると

か、そういった考え方も今後検討していっていただきたいと思います。これについて今すぐ答

弁しろというと、なかなか部長のほうも難しいでしょうから、何かよかったら部長のご見解で

も聞かせていただけたらなと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） ご提案いただきありがとうございます。 

 高雄の交差点につきましては、確かに五差路になっていまして、それとあわせて今ご質問い

ただいたように、いわゆる浸水箇所でもありますので、そこは交差点の形状とあと排水等も含

めてこれは考えていく必要はあるだろうとは私どもも思っているところですけれども、まだ具

体的に、特に今おっしゃっていただいたように、筑紫野の二日市の裏で緊急浸水対策事業が、

実は来年３月よりも少しちょっと延びるようで、５月、６月までにはということは今県のほう

は話をされていますけれども、その状況を来年ちょっと見させていただいたり、それとあと少

し先の話になるかもしれませんけれども、御笠川の水城から大野城にかけての河川の改修、拡

幅改修等も今後私どもも要望していますし、そういうところも含めて総合的に高雄全体を考え

ていく必要はあるのかなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） 全体な感じで今度改良・改善されればいいと思います。 

 高校生の通学路でもありますし、本当に朝、登下校時は自転車でも混雑しています。太宰府
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高校は高雄の方面に行きますけれども、筑紫高校はまた渡って筑紫野のほうに向かったり、あ

そこの交差点、本当高校生がいっぱいで、どっかに必ずにたまっているという状況があります

ので、ぜひともいい形で改良・改善していただけたらなと思っています。 

 こういったことを強く要望して１件目を終わります。 

 ２件目、よろしくお願いします。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 次に、２件目の指定学校変更の許可要件についてお答えいたします。 

 ご存じのとおり、小・中学校に就学する年齢に達すると、住所を有する校区内の小・中学校

に就学し通学することが原則ですが、教育的な配慮の一つとして、一定の条件のもと指定学校

以外の小・中学校に通学することが可能となります。 

 一定の条件についてですが、年度途中の転出や転居、自宅新築等を理由とした一時的な校区

外への転居等がそれに該当いたします。 

 加えて、近隣市の状況や生徒・保護者の皆様からの強いご要望もありまして、来年度から部

活動を理由とした指定学校の変更についても認めることといたしました。 

 ご質問の社会体育活動を理由とする指定学校の変更についてですが、社会体育は地域におけ

る教育活動であり、学校で教職員の管理監督のもとで実施され、教育活動として位置づけられ

ている部活動とは異なります。指定学校変更の許可要件は、あくまでも本市の公立小・中学校

の教育活動に係る範囲内で適用されるものでありまして、社会体育を指定学校変更の許可要件

として取り扱うことは難しいのではないかなというふうに考えております。ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） なかなか理解したくてもできないですね。この状況はですね。 

 なぜじゃあまず社会体育なのか。それはやっぱり学校の教員数が足りないとか、いろいろ事

情があると思います。何も好きで社会体育しているわけじゃないんですね。本当は部活動がし

たいんです。しかし、そこにないもんですからあえて、例えば学業院中学校に今年度から柔

道、社会体育ができたんですけれども、それは部活にはなっていなくて、外部コーチに来てい

ただいてそこで社会体育として活動していると。実際それが部活になれば、来年度からは通え

るようになるわけですよね。 

 しかし、柔道に特化して申しわけないんですけれども、じゃあ柔道がしたいて、でも僕はほ

かの中学校で、そこの学業院中学校に行ったら部活動の時間にそういった社会体育ができると

いうことで、そういった要望の子もいるわけですね、中には。そういった子はじゃあ部長、ど

ういうふうに通学するのに考えたらいいですか。例えば住所変更をその中学校区内にすれば可

能なのかとか、いろいろいっぱい条件は出てくると思います。そこら辺のご説明をお願いしま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 
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○教育部長（江口尋信） 以前の議会でもご説明をさせていただきましたけれども、部活動につき

ましては、学校に在籍している教職員の人数だとか、それからそれまでになされてきた活動、

それから学校の伝統や文化等も踏まえまして学校が主体になってつくっているところでありま

す。 

 今議員ご指摘の学業院中学校のケースにつきましては、今学業院中学校が柔道場を使用して

いないという中で、社会体育と学校教育の部活動をお互いに補完し合うようなケースとして、

そのことを位置づけられないかということで、社会体育のほうの要望もございましたけれど

も、学校長の判断で、自校の生徒については通学上安全面で問題がないだろうということでそ

ういう活動を導入したところであります。 

 その中で、社会体育につきましては、例えばおっしゃるように、他中学の生徒はどうなんだ

ということになりますけれども、それぞれ今行われている社会体育、柔道、学業院中学校だけ

ではないというふうに私も認識しておりますので、その場で柔道に励んでいただくということ

しか今の現時点で部活動と関係づけては難しいのではないかなというふうに思っているところ

です。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） わかります。ただ、社会体育で励んでくれればいいというふうな話

なんですけれども、それにはやはりきちんとした外部コーチが必要になってくるわけですね。

ましてや社会体育で励んでくれたらいいというのは、学校で社会体育として活動するには、今

のような学業院中学校の体制にするには、ですからその時間帯にその子は何もできなくて、た

だの社会体育で活動してほしいというふうな、今のご答弁そのように捉えてよろしいんです

か。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 今学校に全てのいろいろな生徒の多様性というのはあると思うんですよ

ね。そのことを学校に全ての部活動として実現するとか、では学校にいろいろな競技があっ

て、そのことを学校の施設の中で持ち込むというのはやはり難しいのではないかなと思うんで

す。 

 例えば、今言いましたのは、ニーズの多様性というのを言ったと思います。多分私とか議員

が中学生のころに比べたら、今子どもたちが取り組んでいる競技数というのははるかにもう何

倍にもなっているんではないかなというふうに思いますし、もう一つはやっぱり全体的に生徒

数、いろいろな部活動ができればできるほど生徒数が減少してまいります。それから、教職員

の数も限られておりますので、そういったものを全て学校の中に持ち込むということが難しい

がゆえに、今例えば総合型の地域のスポーツクラブ等が部活と社会体育の間に何かできないか

という試みででき始めているような状況ではないかなと思うんです。 

 それで、では全ての学校にそこを持ち込めるかというと、たまたまうちの市には柔道部がな

いと。学中のほうに今柔道場があいていると。それともう一つは、学校長の判断で自校の生徒
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に限っては安全面とか、それから管理面でそこのところは十分配慮が届くだろうという範囲で

していただいているところですので、それをさらにそうなってくると今度はあらゆる習い事等

を理由に今度はいろいろなところに波及するということもありますので、そのことは生徒の安

全面にどう影響するかということもございますので、なかなか全てを適用させるということは

難しいのではないかなというふうに思っているところです。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） では、ほかの中学校から学業院中学校の社会体育を受けたいとき

は、学業院中学校に転居するなり、そういった校区内の住所が必要だという考え方でよろしい

んですね。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 前提といたしまして、そこで柔道をやりたいために転居するのがいいか

いけないかはちょっと置いておきます。そのことについてはいろいろな考え方があるでしょう

し、子どもたちの健全な全体的な成長を考えるというのが第一義だろうと思います。 

 ただ、今おっしゃったように、学業院中学校の校区に住所を有すれば当然そこで学業院中学

校の生徒内で校長先生としては認めるということを考えられていますので、そのことはできる

と思います。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） ちょっと詳細に、大変申しわけないです。１つの競技に関して詳細

に言いますと、柔道は筑紫地区大会があって、全部の競技そうなんです。中体連競技もそうな

んですけれども、一応部活動としてその中学校の名前を社会体育という形で登録して、部活動

としてはいろいろあります。水泳もそうですね。スイミングに通いながら水泳部という形で中

学校の名前を背負って出ると。剣道とかも、部活がないところはひょっとしたらそういう子も

いるかもしれません。そういった形でいくんですけれども、武道の特性なのか、顧問がついた

だけじゃ上の大会に行けないんですよ、現実。次の例えば筑紫地区大会で優勝しました。筑前

地区大会に行くときに、指導者というきちんとした免許というか、恐らく有段者の方が保有す

るようなそういった免許というかそういったものがないと、団体戦においては上の大会に行け

ないというそういう規則があるんですね。ですから、やっぱりどうしても学業院中学校にそう

いった社会体育が１つできれば、上の大会に行ける、団体戦では。なぜかというと、そこに指

導者がいらっしゃるから、指導者免許を持ってある方がいらっしゃるから。 

 ほかの中学校の場合は、顧問の先生は付き添いで中体連についてくるかもしれません。上の

大会に行ったときに、その顧問の先生が指導者免許を持っていない場合は出場できないんです

ね。そういったこともあるわけです。これは柔道だけなのかちょっと私は存じ上げませんが、

柔道に関してはそうです。 

 それともう一つ、１つの競技に特化するのは余りよくないと思うんで、例えば社会体育のス

ポーツは置いておきまして、小学校のときに不登校になったとします。中学校からは新しく中
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学生になるから中学校へ行きたいと。しかし、やはり何かしらの原因でそういった同級生、友

達がたくさんいるところには行きたくないと。ひょっとしたらですね、いろいろな理由で別の

中学校を希望したいといった場合のお考えをちょっとお聞かせください。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） そのことについては、指定学校の変更の要件にございますので、教育委

員会と協議をしながら、それから保護者の方の考え等も聞きながら、そのお子さんにとって一

番いい進路選択をするようにサポートしていくというのが筋だろうというふうに思います。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） もう一個ちょっと言い足りなかったです。 

 ひょっとしたら、制服が４中学校違いますよね。自分はあの制服が格好いいから、かわいい

からとひょっとしたら別な中学校を希望するかもしれません。そういった生徒に関してはいか

がですか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 許可要件とはなってございません。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） なっていないですね。 

 ですから、不登校等々、心のケアが大事な生徒さんにはそういったケアはするけれどもとい

うところですね、考えとしては。はい、わかりました。 

 市内４中学校を比べると、学業院中学校は言うまでもなく非常に生徒数が多い。太宰府西中

学校も非常に増えています。太宰府東中学校と太宰府中学校はどうかというと、学業院中学校

と比べると３分の１くらいの生徒数なわけです。そういったことを今後考慮していくと、例え

ば太宰府市内の住所であれば、ちょっと分散させるような形をとるように、例えば学業院中学

校に一校集中してしまいますから、教室も足りなくなる、生徒数も増える。ひょっとしたら教

員にも相当負担がかかってくるというところで、では一校集中型ではなくて、分散させること

を今後は考えていく必要がある、私はあると思うんですね。 

 今急にこういった質問したんで、なかなか見解はどうですかといってもちょっと出ないんで

しょうけれども、もしこういった考え方、要望に関して、もしお考えがあれば部長お願いしま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） まず１つは、部活動による指定学校の変更がより一層一極集中に拍車を

かけるんじゃないかなというご意図があってのご質問だろうというふうに思いますが、我々も

このことを議員のほうもできないかということで導入いたしましたけれども、他市の状況を調

べましたけれども、そんなに大きい数ですね、部活を理由として指定学校を変更する例という

のは確認できませんでした。やはり小学校から中学校に行くときに部活動を理由とすることも

あるんでしょうけれども、やはり地域のこれまで築いてきた友人関係等とか、それから通学上
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の安全というのが第一の要因としてなっているんだろうというふうに思うんですよね。 

 その上で、今おっしゃった内容は、今度は別の問題で校区再編に係ってくると思うんですよ

ね。校区再編は学校の一極集中をなくす一つの方法だとは思いますが、現在のところ本市とし

てそのことを積極的に検討している段階ではございませんので、おっしゃったようなことは一

つの方途として私のほうも、実際にやっている自治体もございますので、しっかり研究してい

かなくちゃいけないなというふうには思っているところです。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員。 

○１３番（長谷川公成議員） ですから、考え方として確かに生徒数が多いところは教職員の先生

が多いからたくさん部活がある。しかも入ればいろいろな選択ができる。しかし、少人数学校

ですね、クラスが３学年合わせて10クラスぐらいしかない中学校は、やっぱり教職員の数が少

ないですから、選択できる部活動も少ないと。それで今回の教育委員会の皆さんに頑張ってい

ただいて部活動に関する指定学校変更の許可要件ということで上がったとは思うんですが、た

だやはり今度例えば少人数学校、校長先生や保護者と生徒の考え方もあるんでしょうけれど

も、部活動も例えば少人数学校には特別な部活動を設置していくとか、今後またそういったこ

とも考えられると思いますので、どこの中学校がどうとかじゃなくて、まず全体で何か例えば

太宰府西中学校に行く子が例えば太宰府東中学校に行ってもいいかもしれないとか、学業院中

学校の子が太宰府中学校に行ってもいいとか、校区再編だといろいろ自治会等々で変わってく

ると思うのであれなんですが、例えば簡単に言うと自由に行き来ができるようなそういった大

きな考えとしては今後検討していくべきではないかなと私はそのように思っています。 

 以上で私の質問は終わります。今後とも前向きな検討をされるように要望して終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（陶山良尚議員） 13番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時35分まで休憩します。 

              休憩 午後２時26分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時35分 

○議長（陶山良尚議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ８番木村彰人議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 木村彰人議員 登壇〕 

○８番（木村彰人議員） ただいま議長から一般質問の許可をいただきましたので、通告しており

ました２件について質問いたします。 

 まず、１件目の広く市民の声を集める広聴活動についてです。 

 先日のことです。市民の方から匿名のお便りをいただきました。それは、市民の意見箱につ

いてのご意見でした。内容の趣旨は、意見箱に投稿した自分の意見が本当に市長や担当部署に

届いているのか不安です。本当のところあれは役に立っているのだろうか。広聴広報係に行っ
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て尋ねてみてくださいといったものでした。 

 そこで、私としては、市民の意見箱を含む市役所の広聴活動全般についてお伺いしたいと考

えました。 

 いわゆる行政が行う広聴活動の目的は、次の３つになります。 

 まずは収集です。市民の多様な意見を効果的に数多く集めることです。次に分析です。寄せ

られた意見を分析し、それらを類型化してデータベースに蓄積することです。そして、最後に

反映です。ご意見のデータベースから抽出された市民の意思をしっかり市の施策に反映させる

ことです。そして、広聴活動の最終的な目的とは、この施策への反映ではないかと考えます。 

 そこで、広く市民の声を集める広聴活動に関して２点伺います。 

 １点目、本市の広聴の方法とそれらの実施状況についてと、２点目、広聴活動によって集め

られた市民の声は、どのように市政に生かされているのかについてです。 

 次に、２件目の市長の選挙公約７つのプラン35項目の進捗状況についてです。 

 先日行いました議会と市民の意見交換会でのことです。私が所属する環境厚生常任委員会と

の意見交換の中で、市長の７つのプラン35項目のうち、当委員会が所管する項目の進捗状況に

関するご質問をいただいたのですが、恥ずかしながらその場で明確な回答をすることができま

せんでした。 

 この方の質問の真意ですが、市長の選挙公約の進捗状況を尋ねるとともに、議員、議会の職

責である市長の選挙公約に対するチェックと監視をしっかりと果たしているのか問うものであ

ったと深く反省した次第です。 

 そこで、改めて伺います。７つのプラン35項目のうち、環境厚生常任委員会が所管する次の

４項目、１点目、出産・子育ての切れ目ないサポート、２点目、民間事業者と協力した自立支

援システムの構築、３点目、移動式モバイル地域包括支援センターの設置、４点目、地域包括

支援センターの出張相談会の実施について、それらの進捗状況を伺います。 

 以上、２件お伺いします。 

 再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（陶山良尚議員） 副市長。 

○副市長（清水圭輔） お答えいたします。 

 １件目の広く市民の声を集める広聴活動についてでございます。 

 １項目めの本市の広聴の方法と、それらの実施状況についてですが、広聴の方法といたしま

しては、１つといたしまして、市長が地域に直接出向きまして市政運営等につきまして市民の

皆様にご説明し、また市民の皆様からも市政やまちづくりについてご意見を頂戴するという楠

田大蔵市長と語る会を昨年度から実施しております。昨年度は10自治会において開催いたしま

した。約300人の方のご参加をいただいております。また、今年度はこれまで10の自治会にお

いて300人弱のご参加をいただいたところでございます。 

 ２つ目といたしまして、市政やまちづくりについての意見・提言を募集することで市民の率
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直な意見や提言を市政運営に反映させていくこと、行政と市民との協働のまちづくりを推進す

ることを目的に、平成29年８月から市役所総合案内、市民図書館、いきいき情報センター、と

びうめアリーナ１階に市民の意見箱を設置しております。平成29年度に73件、平成30年度には

111件のご意見・ご提言が寄せられておるところでございます。今年度につきましても、これ

まで59件が寄せられている状況でございます。 

 それ以外といたしましては、市ホームページからの市への問い合わせが昨年度700件余り、

今年度は500件余り寄せられている状況でございます。 

 次に、２項目めの広聴活動によって集められた市民の声は、どのように市政に生かされてい

るのかという質問でございますけれども、市民の意見箱に寄せられたご意見につきましては全

てを、また市ホームページから市への意見については、重立ったものを市長、それから私、教

育長及び所管部課長がその内容を確認した上で、できる限り回答を行っております。 

 すぐに実行できるものにつきましては、可能な限り早く対応するよう心がけております。ま

た、関係機関との調整が必要なものにつきましては、関係機関との協議を行うなど、市民の要

望にできるだけ沿えるよう努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） ありがとうございました。 

 まず、本市の広聴の方法とその実施状況についてですが、ご回答では、最初に市長と語る

会、それと市民の意見箱ということでしたが、市のホームページを見ると、まず最初に市民意

識調査という項目が上がってきています。私もこの市民意識調査、これ平成15年から記録があ

るようですけれども、すごく重要な調査だと思っています。市民の声を広く集めるためには、

この市民意識調査というのが非常に重要な手段だとは思うんですけれども、まずこちらからお

伺いしたいんですが、市民意識調査、この実施状況については、市内在住の無作為抽出の市民

1,000人の市民に対して意識調査の依頼を郵送し、返送いただく方法で実施していますという

ところで、回収数、回収率としては、1,000人に対して521件、52.1％の回収率、平成30年度な

んですけれども、これ半数しか回答がないことについてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） お答え申し上げます。 

 回答率が半数、約５割ということについてですが、これ自体は郵送調査法の中ではかなり高

水準だというふうに理解をしております。 

 筑紫地区の中の他市を見ても、５割というのは太宰府市と筑紫野市ぐらいで、ほかの３市は

３割とか４割という程度でございますので、回収率が５割であること自体は大変ご協力をいた

だいてありがたいことだというふうに思ってございます。 

 回答率が問題では実はなくて、回答を得られた標本数が必要かどうかというのが問題でござ

いますので、必要な本数は得られていると思っておりますので、数自体については今のもので
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問題はないというふうに考えてございます。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） ちなみにこの市民意識調査の使い道というか、活用なんですけれども、

太宰府市で行っている施策の目標指標とか成果指標として使っていますね。今数が問題じゃな

いというふうにお答えにありましたが、しかしながらこの内訳ですよね、私非常に気になるの

は、まず男女比。男性が４対女性が６ですよね。実際の市民はそうじゃないと思います。それ

とあと年齢構成ですね。60代以上というのが半分を占めています。ということは、逆に若年層

の意見が反映していないアンケートになっているんじゃないかなと思います。あと職業構成も

そうですね。それこそ一般的に職業人、サラリーマンの方とかの回答が少ないということを考

えると、太宰府市民を反映している構成になっていないデータで、それこそ太宰府市の重要な

目標指標、成果指標、それと何より施策に対する満足を評価しているんですけれども、これに

ついてはいかがでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） お答え申し上げます。 

 まず、代表制がどの程度あるかという点についてですが、当然回答者の属性によって回答率

も違いますし、議員ご指摘のとおり、高年齢の方のほうが回答率が高いということは事実かと

思います。 

 他方で、それをどこまで厳密にできるかという観点でございますが、今現時点でできるベス

トエフォートという意味では、市域全体を一律にした状態での無作為抽出という形でやらせて

いただくのが今の段階では限界かなと思っております。 

 当然分類をどんどん分けて分類ごとにサンプルをとっていけば大量のサンプル数をとってア

ンケート数を増やしていけば精度を上げることはできますが、どこまでやるかという問題もご

ざいますので、当市の今までのベストエフォートという意味ではこのぐらいが今の段階では精

いっぱいやらさせていただいているものだというふうに思ってございます。 

 あと済みません、無回答もしくはわからないですが、無回答は当然５％ぐらいありますが、

無回答がある前提でサンプル数を設定しておりますので、それ自体は特に問題ではなくて、た

だ実は回答の中にわからないがそれなりに入っていることについてですが、わからないも回答

の一つではあるので、わからないを何点と評価するのか、そもそも何もない状態で評価するの

かというのはあるかもしれませんが、今はわからないはないものというか、数値上は反映しな

いで平均をとるという形で評価を今させていただいております。 

 そういう中で、今できることの中では精いっぱいはやらせていただいているというふうに考

えてございます。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 無回答、わからないというのはしっかり織り込み済みだということだと

思うんですが、しかしながら非常に気になるのが、施策の満足度についての回答、これ全ての
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回答について半数以上がわからない、無回答なんですよね。半数以上除いて50％以下の評価で

満足しているかどうかを判断するというのは非常に不確実なデータに基づいてのそれこそ自己

満足じゃないかと思うんですけれども、これについてはどうですか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） お答え申し上げます。 

 わからないをどう評価するかという観点かと思いますが、これはわからないというものが要

は不満でも何でもない、もしくはそもそも余りに項目が多過ぎてわからないと、いろいろご要

因はあるかもしれませんけれども、現状としては、それも含めた状態での評価をさせていただ

いていると。 

 わからないではなくて、やはり市民の方により市の行っている施策に興味を持っていただい

て、回答をいただけるような努力はしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） わからないにこだわりますけれども、施策に対してわからないというこ

とでこれしっかり受けとめなきゃいかんと思うんですよ。何でわからないかというのは、施策

がまるっきりわからないから評価のしようがないということだと思うんです。それはなぜわか

らないかといったら、今回私広聴を聞いていますけれども、広報が足りないんだと思います。 

 ちなみにこの市民意識調査なんですけれども、毎年やっていますよね。しかしながら、これ

インターネットのホームページ見ると、平成15年から始まっておりますが、最初は隔年だった

んですよね。それが平成20年のときが第五次太宰府市総合計画をつくるに当たってという形

で、それ以降毎年になっているんですが、他市の状況を見ると、意外と大きな自治体でも隔年

でやっているところが多いんですが、太宰府市の場合はちょっと逆行している。隔年でやって

いたものを毎年やっているんですけれども、逆にそこら辺ですね、隔年でやるということも視

野に入れたところで、それこそ予算費用の分、それとあと労力ですよね、そこら辺の軽減とい

うこともありますんで、隔年ということはご検討されましたか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） お答え申し上げます。 

 隔年を検討したことがあるかという意味では、済みません、私自身は来てからは聞いたこと

がないので、やっていないと思っております。 

 隔年がよいのか毎年がよいのかという観点ですけれども、まさに隔年にして１回の費用を重

くするというのもあれば、今現在使っているものは各種の指標、政策の計画の指標に使ってお

りますので、特に総合計画であれば５年という期間に対して用いているので、隔年にして期間

がずれるとかという問題もありますので、さまざまなメリット、デメリットもあろうかと思い

ますので、どういうやり方がよいか、少なくとも今は後期の総合計画に合わせておりますの

で、そこはもう少し続けてさせていただきたいと思っていますが、それ以降どうするかという
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のは、また見直していかなければならないとは思ってございます。ご指摘ありがとうございま

した。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 市民の意識調査自体が、どうもサンプルの構成からして、太宰府市民の

状況をしっかり把握、反映していないという心配が私あるんですけれども、これ提案ですけれ

ども、他市もやっている隔年というところを視野に検討したところで、隔年にすると予算も費

用も１年浮くわけですよね。そこら辺でこの市民の意識調査で拾えない階層の意見を改めて調

査する。例えば子育て世代に特化したところで、それこそ学校の保護者を対象に無作為抽出で

調査する、もしくは高齢者の施策に対して対象は高齢者がサービスを受けるわけですが、高齢

者に対して特化して調査するというのをあわせて行うことによって、この市民意識調査の足り

ない部分を補うことができるかと思いますが、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） お答え申し上げます。 

 当然テーマに応じて特化して意見調査をするという手法がないというわけではないかと思い

ます。当然さまざまな計画、市の関係部署でつくっておりますので、それにあわせて特別に調

査をするという機会があるのかないのかといえば、あるものもありますし、ないものもあると

いう状態の中で、どれについてその調査をやるかということの判断かとは思いますので、ご意

見は承りましたが、実際どういうやり方をしたほうがよいのかと。 

 一方で、いろいろな各部署がそれぞればらばらばらばらと意見調査をやられると、毎回同じ

ようなアンケートが来るということが起こるおそれもありますし、それによって結果費用が拡

大するというおそれもありますので、そういったものも含めた上で検討をさせていただきたい

と思います。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） それでは、しっかりご検討ください。 

 次に、市長と語る会についてお伺いいたしますが、ちょっと私こういうものを持ってきまし

た。これちょっと懐かしいですね。市長のファイルの第１ページにもファイルしてあります。

私ちょっとさっきちらっとのぞかせていただきましたけれども、これは３つの工程と７つのプ

ランですよね。及び35項目の細かい施策を書いております。これについて見ていくと、まず市

長と語る会なんですが、年間100回の市長と語る会で市民の声を聞きますとございます。100回

だと３日に一遍なんですけれども、これについてはどういうふうに捉えて、どういうふうに調

整してどういうふうに行っていこうと考えてらっしゃいますでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ありがとうございます。 

 先ほど来のお話もお聞きをしている中で、まず結論から申しますと、年間100回の市長と語

る会で市民の声を聞きますと。大きい版ちょっと私最近もう手元になくなりまして久しぶりに
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お見受けしたんですけれども、そうした中で私自身では自治体をそれぞれ回らせていただく形

ももちろんありますが、日々例えば昼食をとる際に市長室で市民の方にお越しをいただいてい

ろいろなご意見をいただく意見交換をすることもありますし、先ほど来の話で言いますと、こ

うしたサンプル調査だけではなくて、当然我々としましては、特に私自身、本来現場に出向い

ていろいろなお話をお聞きする姿勢を貫いてきたという思いもありますので、私自身がいろい

ろな例えばイベント行事などがある際にお話を聞いたり、そうした中で市政に対するご意見を

いただいたりご要望をいただいたり、それに対してできるだけ小まめに返答をしたり、そうし

たことも秘書係も通じましてそういう体制を整えてきたところであります。 

 そうした意味では、年間100回どころではなくて、年間本当に日々、３日に１回どころでは

なくてかなりの100回を超える市民の声を聞く会というのは既に行われていると、そうした認

識であります。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） それから、この市長と語る会なんですけれども、これ大体今のところ約

44自治会の半分が回っていると。ということは、あと２年ちょっとありますんで、４年の任期

で44回れそうだというところだと思いますが、それ以外にも市民、団体のご意見を聞いてある

ということですよね。そしたら、それも含めたところで、この市長と語る会で出されたご意見

というのは非常に貴重なものだと思います。これをどうふうに市政に生かされているんでしょ

うか。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 市政にどのように生かすかというのは一つ一つございますが、やはり最終的

には予算にどう反映させていくかだと思っております。 

 そうした中で、当然自治会での語る会のことも取りまとめをしながら、そして回答内容につ

いて議事録なども公表しておりますし、その場で答えられることはお答えし、後日回答するこ

ともありますし、そうした中でやはり意見が多いと認識を私自身も含めて市としてしているも

のについては、できる限り予算づけも次年度なりその次にでもしていこうという姿勢は貫いて

きております。 

 さまざまな陳情などもありますし、何よりも議会でのこうした皆さんのご指摘、議員の皆さ

んのご指摘、これは非常に重いものですから、そうしたものをいかに予算に反映させていける

か、これが全ての結果だと思いますので、その点を通じて皆様からさまざまなチェックをいた

だきながらさらなる努力をしていきたいと、そうした考えであります。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 市長と語る会というのは、大体自治会を単位にやってらっしゃいます

ね。ということは、その自治会にある程度地域性のある意見が出てくる非常に有効な手段だと

思っています。広聴の手段だと思っていますが、これを今しっかり生かしているということで

すが、どのように整理されているかというところが非常に私気になるところなんですけれど
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も、先ほどもこの広聴活動としては、まず収集ですよね。収集もやっていらっしゃいます。次

が分析、この分析が非常にポイントかなと思っております。市長と語る会で行ったその意見を

ホームページには載せてありますけれども、例えば項目ごとに分類してデータベースとして蓄

積しているのかということ、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） 市長と語る会でよろしいですね。 

 語る会については、いただいたご意見、後日要約記録としてまとめさせていただいて、その

場で回答し切れなかった分の補足回答まで含めて記載をした上で後日公表するという形でやら

せていただいております。 

 その場のご意見そのものの分類等、集計等はしておりませんが、一緒に配っているアンケー

ト、そちらについては整理をさせていただいております。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 楠田市長になられてから大体今約半分の自治会を回られた。それだけで

もかなり貴重な意見が集まったと思うんですが、これは前の市長のときに既に44自治会回って

おります。これについてもきちんと整理されているものと私は思っているんですけれども、そ

れを前提に改めて自治会を回っていらっしゃると思うんですが、そこら辺の状況どうですか。

当然前出てきた意見をしっかり反映させたところで、しっかり懐に持ったところでその自治会

での市長と語る会に臨まれて、それはわかっていますよと、こういう形ですよというぐらいに

消化したところで行かれていると思います。もしくは行ってほしいと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 職員も大変限られた人数で頑張ってくれておりまして、芦刈市長のときもそ

うですけれども、井上市長のときもいろいろ回られている記録などがあります。そうしたこと

をやはり自治会を回る前にそれぞれデータというか記録を収集してくれまして私のもとにもも

ちろん届けられ、そしていろいろな説明も受けながら臨んでいるところであります。 

 ただ、一方で井上市長としての答弁なり、芦刈市長としての答弁なり、当時の担当としての

答弁それぞれありますけれども、やはり私自身が改めて市長に就任させていただいて私の公約

もありますし、それまでの市のさまざまな総合計画などもありますので、そうした中で私の捉

え方としてどのような答えをするかということも常々気を砕いてきたつもりでありますし、で

きる限り私の言葉でそれぞれの自治会で答弁をするように心がけておりまして、おのずとそう

した意味では井上市長や芦刈市長のときの答弁とは異なってきているところもあるかとは思っ

ています。 

 いずれにしましても、それぞれの自治会ごとに特色のある意見がございますので、また改め

てご意見としていただいたことは、私の責任のもとでそのお答えをそれぞれにお答えをしてい

るところであります。 
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○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 前市長のときの寄せられた意見、今回楠田市長が集められた意見、そこ

ら辺で非常に重要視するポイントとしては、そのときそのときの市長さんの回答というより

も、逆に実行できなかった部分の課題の積み残しをこれからの市政に生かしていただきたいと

思うところで、今までの寄せられた意見をしっかり受けとめて、それをただ廃棄することな

く、区分けしてデータベースにしてからこれからの策に生かしていただきたいというような要

望です。 

 続きまして、市民の意見箱についてお伺いしたいと思いますけれども、今のところ楠田市長

になられてから平成29年以降の寄せられた件数を伺いました。平成29年が73件、平成30年が

111件の提案があったということですけれども、実はそれ以前もこの市民の意見箱的な取り組

みをやっていますね。その前は市長への手紙というタイトルだったと思います。これはホーム

ページに載っているんですけれども、ちなみにこの市長への手紙のときの寄せられた提案件

数、平成26年は247件、平成27年は171件、平成28年はデータなし、平成29年、今回ですね、

73件、平成30年若干増えて111件ですが、過去に比べて寄せられる件数が格段に少ないんです

けれども、これについてはどういうふうに評価されるのかということと、この意見というのは

やっぱり数多く広く集めるデータとして必要があると思います。そこら辺で、この寄せられる

意見を増やす試みというのが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） お答え申し上げます。 

 まず、件数についてですけれども、今現在は市民の意見箱という紙を直接届ける形と、市長

への手紙というホームページを使っていただく形と、手段も分かれておりますし、ホームペー

ジを使うほうが正直申し上げれば便利な中で、紙でいただいているケースの大小がいいかどう

かというのはちょっと一概に評価はしかねるとは思ってございますが、一方で幅広くいろいろ

な方、市民の方から意見をいただけるようにするというのはおっしゃるとおりかと思いますの

で、今後とも周知に図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） この市民の意見箱について、冒頭の副市長の回答の中で、ちょっと私ひ

っかかったことがございまして、回答に関してはできる限り回答を行っておりますということ

なんですけれども、実は私のもとにも回答が来ないんだよというようなお問い合わせがなぜか

私のところに来るんですよ。直接言ったらいいのにと思いますけれどもね。それに符合するわ

けですよね。できる限り回答するということなんですけれども、これ何でできる限りなんでし

ょうか。いただいたご意見というのは、回答しにくいことでも、すぐに実行できないことで

も、全て返すべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） まず、できる限りの意味でございますが、もともといただく紙に回
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答を求めるかどうかということと、当然回答が必要だという場合にはその回答先をご記入いた

だくという形にしておりますので、もともと回答を必要としない、真実の回答先も書いていな

いというものには回答のしようがございませんので、そういったものは当然回答ができないと

いう中で、回答が求められかつ回答ができる方については回答をさせていただくという趣旨で

回答をできる限りさせていただくということでさせていただいております。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） ちょっと私が聞いた内容と違いまして、文書で回答をください、いつい

つまでにということも付記している手紙でさえも返していない手紙が絶対あるはずです。それ

はしっかりチェックしたところでご回答いただきたいと思います。 

 また、これも本来今回の一般質問は、市民の意見箱についての手紙をいただいたことから始

まったんですけれども、私に手紙をくれた匿名の方、心配しているのは、その方の意見が、そ

れこそ回答ないんですけれども、どのように生かされているのかというところで、その方だけ

でなくて、いっぱい意見が寄せられているはずだと。それをただ回答するだけじゃなくて、ど

のように処理してあるのかというところで、その方も言ってらっしゃいます。これは市民の意

見、施策の宝庫、ヒントになるはずだから、しっかりこれデータベースしたほうがいいんじゃ

ないかと言っております。特にこの部分、市民の意見箱ですね、これに寄せられた手紙、膨大

な提案数になるんですけれども、これについてはしっかりこれデータベース化しなくてはいけ

ないと思いますが、これについてはどうですか。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 先ほどの指摘もありましたが、やはり数も多うございますし、それぞれ日常

業務、非常事態の業務などを行いながらの対応になります。 

 そうした中で、おのずと優先順位づけなどもありまして、返答が時間が比較的早くできると

ころと時間がかかっているものがあると、そうした認識であります。 

 その上で、おっしゃるように、大切な市民の皆様の意見、こうした形にとどまらず、先ほど

来申していますように、私に直接メール、メッセンジャー、フェイスブックなども私もやって

おりますので、意外とフェイスブックで直接ご意見いただくこともありまして、そうしたもの

にもできる限りお答えをするようにしておりますし、そうしたものをデータベース、どのよう

なデータベースかというのはこれからもいろいろな議論あると思いますが、そうしたものの意

見、特に同じような意見が多くございましたら、そうしたものはやはり多くの市民の方の意見

であろうという認識のもとにその実現に向けてできる限り努力をしていくという姿勢をこれか

らも貫いていきたいと思っております。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） この市民の意見箱、特にこれを類型化したところでデータベースに蓄積

して、その次大事です。これを共有していただきたい。 

 副市長のご回答では、部課長レベルまでは内容を把握しているということですけれども、一
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般職員レベルまで見れるような形で庁内で共有していただきたい。 

 もう一つは、共有していただいただけじゃなくて、逆にこれも庁内だけじゃなくて、市民と

も共有していただきたい。それこそ市民がホームページにアクセスすると、このデータベース

が見える状況ですよね。もっと言うならば、自分が寄せた意見がどのように処理されたのかと

いうことがわかるような形で一覧表を見れるような形ですることはそんなに難しいことじゃな

いと思います。これについてはこれからの見込みでも結構ですのでお答えください。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） いずれにしましても、私もこの議会の答弁もちろん映像などもリアルタイム

で放映されておりますし、いろいろな語る会、またさまざまなイベントでの私自身の挨拶、ま

た文書によるさまざまなメッセージなども私自身できる限り自分の目で見て自分で書いてお出

しするようにしています。 

 さまざまな意見の中で、当然職員向けにも私なりに市民の方からのご指摘に対しては、この

ような厳しいご指摘もあるということは職員にも随時経営会議なりそれぞれの幹部会議なり、

職員との対話の中でも伝えるように心がけておりますし、当然市民の方にもこのような意見が

あって、そうしたものを是正しなければならないと、自分自身の責任としても申してきており

ますので、木村議員のご指摘にも応えられるようなそうした市政運営を心がけたいと思ってお

ります。 

 その上で、やはり類型化なりデータベース化というのは重要な観点でありますので、そうし

たものをできる限り職員なり、そして市民の方にもわかりやすく、こうしたご意見があって、

どのようにして実現をするのか、それとも実現ができないのか、こうしたことはさまざまな場

で皆さんにわかりやすく説明ができるように心がけたいと思っております。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） よろしくお願いします。 

 この広聴活動ですけれども、私としては、寄せられた意見というのは何となく減っているよ

うな感じがするんですけれども、そもそも広聴の方法ですね、一応今３つの方法を取り上げま

したけれども、これを情報提供、市民へのお知らせが足りないんじゃないかと私は思っており

ます。市長、市役所、皆さんのご意見、ご提案を心からお待ちしていますよという気持ちをし

っかりと前面に出していただき、まずは広聴活動のお知らせですね、広報に力を入れていただ

きたいと思います。 

 ２件目お願いします。 

○議長（陶山良尚議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（友田 浩） ２件目の市長の選挙公約７つのプランの35項目の進捗状況について

ご回答いたします。 

 まず、１項目めの出産・子育ての切れ目ないサポートについてでございますが、現在、子ど

も・子育て支援法に基づく新たな子ども・子育て支援制度のもとで、教育・保育・子育て支援
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の充実を図るため、平成27年３月に策定をいたしました太宰府市子ども・子育て支援計画にの

っとりまして、関係各課で多岐にわたり事業を推進しております。 

 今後のサポート体制のさらなる強化のため、妊娠期から子育て期にわたるまでのさまざまな

ニーズに対して、総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センターの設置に向けて、関

係課におきまして組織体制と施設の見直し等の検討を行ってまいりました。 

 組織体制につきましては、子育て支援担当及び母子保健担当を中心として構成をいたしまし

て、保育士や保健師、社会福祉士などの複数の専門士を配置することにしておりまして、施設

につきましては、現在の子育て支援センターを改修しまして、相談支援のワンストップ拠点と

して整備するということの方向性を打ち出しております。 

 また、就学前の児童に対します保育所・保育園への入所あるいは幼稚園への入園等について

でございますが、待機児童の大半を占めます３歳未満児の待機解消のために、小規模保育施設

の新規開所でありますとか、既存保育園の増改築時に定員増を図るなど、児童や保護者に対す

る支援を毎年行っております。 

 さらに、小学校入学後においては、学童保育所への入所希望に応えるべく、施設の整備や受

け入れ態勢の充実等を図っているところであります。 

 昨今増加傾向にあります母子・父子家庭いわゆるひとり親家庭への支援も求められておりま

すことから、このような家庭への手当てはもちろんのこと、直接家庭への日常支援等も実施を

しておるところでございます。 

 このように、出産前から子育て世代をサポートしながら暮らしやすいまちにしていくため

に、現在、保護者・事業者・学識経験者などの外部委員で構成をいたします太宰府市子ども・

子育て会議を開催し、子ども・子育て支援計画の進捗状況を点検・確認していただきながら、

さまざまなご意見をいただきまして施策を進めているところであります。 

 この子ども・子育て支援計画も今年度で第１期の計画期間が終了となりますことから、現在

第２期子ども・子育て支援計画を策定中でありますので、これまでの諸課題も含めて解決して

いくように努力してまいりたいと思っております。 

 次に、２項目めの民間事業者と協力した自立支援システムの構築についてですが、地域包括

ケアシステムの構築に向けまして、太宰府市社会福祉協議会と連携して生活支援コーディネー

ターを配置し、地域の多様な主体が定期的に情報を共有し、連携・協働による新たな地域づく

りを進める場であります協議体を設置することによりまして、高齢者ニーズの把握や資源情報

の見える化、関係者間のネットワークづくり、生活支援の担い手の養成やサービス開発の検討

を行っていくことを目指しております。 

 現在の進捗状況といたしましては、平成29年８月に太宰府市社会福祉協議会と業務委託を締

結しまして、第１層の生活支援コーディネーター１名を設置をいたしまして、協議体の設置に

向け情報収集などを行いました。平成30年度は、校区協議会ごとに自治会長、民生委員、福祉

委員など地域で高齢者の支援に携わっている方々にお集まりいただきまして、地域における支
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え合いの体制づくり、協議体のイメージ等について説明を行い、その結果、東中学校区をモデ

ル地区として進めることに決定し、11月から３回の話し合いの場を開催し、地域課題について

の意見交換を行いました。今年度は、地域課題の解決に向け、圏域内の社会福祉法人への地域

資源の情報収集、近隣地区の先進地域への聞き取りを行うなど、委託先であります太宰府市社

会福祉協議会と協議をしながら進めているところでございます。 

 次に、３項目めの移動式モバイル地域包括支援センターの設置についてですが、まずは、地

域包括支援センターが高齢者に関する相談窓口であることを知ってもらい、高齢者及びその家

族等が気軽に相談できる施設となるよう現在努力をしているところでございます。 

 進捗状況といたしましては、昨年度に広報紙により包括支援センターの紹介を行ったり、出

前講座、校区健康フェスタでの相談窓口の設置などにより周知を図っております。 

 また、今年度中には、市域の西側にサブセンターを設置し、専門職を配置することによりま

して、相談窓口の拠点を増やすこととしております。 

 次に、４項目めの地域包括支援センターの出張相談会の実施についてですが、市民への地域

包括支援センターの周知と、よりきめ細やかな対応を目的としているものでございまして、平

成30年度に地域包括支援センターと社会福祉協議会とが連携をして出張相談会を各中学校圏域

４カ所で実施をし、さらに校区自治協議会主催の健康フェスタ３カ所で相談ブースを設置をい

たしました。今年度は健康フェスタ６カ所での相談ブースを設けるなど、アウトリーチ型の相

談対応を継続して進めてまいりました。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） この件については、それこそ議会と市民との意見交換会の中で、我々議

会、それも環境厚生常任委員会の委員、メンバーに対して市民の方から投げかけられた質問で

す。 

 そこで、私たち実は答えられなかったんです。７つのプランというのは、市長の施政方針の

中で頻繁に出てきていますけれども、その下にぶら下がっています35項目の各施策について

は、意外と取り上げられたときはお言葉で伺いますけれども、それ以外はなかなか目にする機

会がないと。 

 改めて私たち反省しまして、資料を引っ張り出したら、これでした、これ。これを見たら一

目瞭然です。35項目しっかり書いてありますんで、改めて環境厚生の分野はどこかなというと

ころで、今回この４項目ではないかというところで、それこそ改めて進捗の状況をお伺いした

ところなんですけれども、まず最初に、この３つの工程と７つのプラン、特に７つのプランの

35項目ですよね、これ市長のお言葉以外は文言になっている部分が太宰府市にはどこにもない

という結論に私は至ったんですけれども、これが明文化されている部分はどこかにありますで

しょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 
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○市長（楠田大蔵） なかなか政治家としても判断難しいところなんですが、あくまで私も手元に

ある簡易版でありますけれども、当時３つの工程と７つのプランということでお出ししまし

た。 

 これはやはり大切な選挙の際の公約、お約束ということで、私自身随時申しておりますよう

に、この７つのプランの趣旨といいますか、項目趣旨というものをできる限り就任直後から施

政方針なり予算の中でも明記をしましてお伝えをしてきている。実現に向け一歩ずつ前進をし

ているところであります。 

 ただ一方で、当時選挙のときに出したこの公約自体を公文書的に何かしら反映をさせるとい

うことが、それがいいことなのか、ふさわしいことなのかということは、私もちょっと自分自

身のことでもあって、なかなか判断難しいことでありますが、いずれにしましても、常々この

７つのプランと第五次総合計画の後期基本計画というものを組み合わせた形として予算査定な

ども、経営方針なども出しておりますので、そういう意味では経営方針などにはこの７つのプ

ランなり項目というものは公文書的に市の文書としてしっかりと提示されておりますし、その

進捗状況なども常々経営会議などで職員の努力で私自身も確かめながら進んできているという

ことであります。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） この７つのプラン、35項目については、市長も一番大事なものですね。

私だけではなくて、私たち議員としても、これは非常に指標になる非常に大事なものと思って

います。でありますから、引っ張り出してラミネートしました。 

 これ去年平成30年12月に藤井議員もこの件で市長とやりとりをしましたけれども、藤井議員

もこの公約というのは非常に重要なものだというところで、しっかり政策に落とし込んでとい

うような形で見える化を図ってくださいとお願いしていたと思いますけれども、私も実は同じ

気持ちで、これについてはしっかり明文化して載せるべきだと思います。 

 内容については、現状とそぐわない部分も絶対あるんで、そこら辺はしっかり微修正なり変

更なり、または統合なりしていったところでやればいいんじゃないかと思っています。そこら

辺気にせず、まずはこれを文言として載せるとしたところで、今までの第五次総合計画の調整

もありましょうから、そこら辺調整図りながらやっていくと非常にいいんじゃないかと思って

います。ぜひ載せていただきたいと思うんですけれども。 

 ４つの項目についての進捗についてお伺いしたいんですけれども、まず１項目め、出産・子

育ての切れ目ないサポート、これについては、これイメージですよ。これだけじゃちょっとな

かなか具体的にわからないんで、ご回答の中で、子育て世代包括支援センターの設立というと

ころが多分この施策のゴールだと思うんですけれども、これでよろしいですか。市長のイメー

ジと、実際の今進捗している施策。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 答弁については、私自身も部長とも打ち合わせをしながらつくり上げており
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ますので、こうしたことは三役等とも打ち合わせをしながら子育て支援センターの考え方につ

いては当然市としての方針として進めてきておりますので、この答弁で間違いございません。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 次の２点目が、民間事業者と協力した自立支援システムの構築なんです

けれども、ご回答の中では、まだ過渡期であると。太宰府東中学校区をモデルに実施しており

ますが、今のところ自治会とか民生委員とかの皆さんとの協議体ができたというところで、さ

らに社会福祉協議会とかの協力を仰ぎながらというところだと思うんですけれども、ちょっと

このタイトル、民間事業者と協力したと。ここら辺の民間等のイメージがちょっと弱いのかな

と思うんですけれども、これでよろしいですか。もうちょっと積極的に民間事業者、福祉事業

者の協力とか経験、知恵を生かしたところでの事業になるんじゃないかなと思うんですが。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 今までの議論全てに共通することなのですが、率直に申しまして、お叱りも

いただくかもしれませんが、私が選挙公約でこれをつくり上げたときと、間もなく２年となり

ますが、市政を市長として改めて俯瞰して全体を過去の経過なども含めて見るようになって２

年弱でありますけれども、そうした中で私が改めて当時の表現自体がそのまま当てはまるの

か、それともやはり修正していくべきなのか、そうしたことも日々私もある意味書きかえを、

上書きをしながら進んでいるところであります。 

 その上で、先ほどの民間事業者と協力してということでありますが、私自身がそもそもやは

り民間の出身でもありますし、民間事業者とさまざまな協力をしながら市の財政の効率化とい

うか、歳出の効率化を図っていくということは通底しているところでありまして、例えばプー

ルの事業の民間委託というのもそうしたところからの観点からの発生でありますけれども、福

祉につきましても、やはり全てを公的に市の予算で行っていく、市の職員で行っていくという

ことは、やはり限界があると。災害などはもちろん特にそうでありますが、そうした中で民間

事業者と協力して自立支援システムを構築していくという方向性自体は今でも私は間違ってい

ないと思っておりますし、そうした中で現実的に職員と相談しながら進めてきた中で、ある種

半分公的でありますけれども半分民間的な色彩もある社協であるとか、そうしたさまざまな地

域の校区、自治会の方との協力であるとか、そうした際に民間事業者のさまざまな意見なり協

力をいただいていくという意味でモデル地区を設定してやっていくということについては、あ

る意味趣旨として民間事業者と連携・協力して自立支援システムを構築していくということに

は沿っていると考えております。 

 もちろん不十分な点はまだまだあると思いますので、さらなる前進を図っていきたいと思っ

ております。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） ３点目の移動式モバイル地域包括支援センターの設置、これちょっとよ

くわからないんですけれども、４点目、地域包括支援センターの出張相談会を行います。これ



－86－ 

も実施中、過渡期だというところで、まだきちんとした形で定例化というか、ちょっとまだ先

なのかなという気がする中で、ちょっと一つ一つ４項目についてくどくどお伺いしましたけれ

ども、要するに私これの感想ですよ。これゴールがわかんないんですよ。市長の４項目はわか

りましたが、これはあくまで内容というか、包括的なというか、すごく漠然としている。これ

を具体的な施策事業に落としていただいて、それに向けて最終的にゴールがこれで、今年の過

渡期ですけれどもここまで行ったよというような形でご説明をいただくとすっと落ちます。そ

れによって遅れている、進んでいるというのがわかるんですけれども、ここら辺のそれこそ計

画ですよね、実行計画ということで工程表という形で組まれないと、逆に担当課のほうも市長

の思いを具現化するのに非常にご苦労されているんじゃないかと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） さまざまな計画につきまして、また子育て支援センターなども、やはり国の

方針というものも新たに出てくるものもございます。そして、市として定期的に計画をつくっ

て、そして当然外部的な有識者の方のご意見もいただきながら進めていっているということが

まずございます。 

 これに全て私の公約を押しつけるという姿勢も私自身はある意味冷静になるべきだと、客観

的になるべきだということを常々思っております。 

 そもそもこの高齢者福祉については、35項目中の５項目ということになりますけれども、自

分で言うのもあれですが、例えば高齢者の活動の場を支援しますと書いているんですけれど

も、そんなの当たり前でありまして、やはりつくった時点とその後のさまざまな市の取り組

み、国の、県のそうした経過というものもやはり勘案しながら、この公約をさらにバージョン

アップさせていくことが私の使命であろうと。 

 藤井議員にかつてお叱りもいただきましたけれども、余り公約に拘泥し過ぎるのもそれはそ

れで問題としてはあるのではないかと。そうした柔軟な姿勢をもって今後も臨んでいきたいと

思っております。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 現在のところ、この選挙公約であります７つのプランと35項目プラスア

ルファですよね、それで太宰府市政が動いているわけですけれども、どうしてもこの35項目を

四苦八苦して事業に落とし込む、政策に落とし込むというのは非常に難しいところがある中

で、やはりここはすっきり第五次総合計画が終わりますというところで、第六次総合計画に７

つのプラン35項目しっかりこれ内容を再検討したところで落とし込むとすっきりすると思うん

ですけれども、第六次総合計画に向けては、それこそ計画の計画ですよね、それはどうふうに

なっているかお答えください。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 先ほど来お話がありますように、アンケートのとり方なども含めて、前回の
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やはり総合計画の項目に沿ってアンケートをとってきた、しかも毎年とってきた中で、急にこ

れをやめてしまう、隔年にしてしまうと、これまでのデータが生きないということもあって、

私なりに判断をして毎年とり続けております。 

 しかし、やはり新しい総合計画などができましたからには、当然先ほどの隔年のご指摘な

り、どのようなデータのとり方をするかということも含めて総合計画の今後のいろいろな総括

の上で役に立つような方法をとらなければなりませんし、総合戦略というものを今むしろ先ん

じてつくっております。この総合戦略の中で私なりの思い、そしてさまざまな有識者の方のさ

まざまなご指摘に従って総合戦略をまずつくった上で、これをやはり生かしながら総合計画と

いうものをできるだけ早く皆様にご提示をして今後の施政方針としていきたいという思いは持

っております。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 今回７つのプラン35項目のうち、環境厚生の所管する分野４項目につい

て進捗をお伺いしたわけなんですが、これほかの２常任委員会が所管する分野もございます。

これせっかくラミネートしましたんでね、これ使い回しながら市長の公約をチェックしつつ応

援したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 終わります。 

○議長（陶山良尚議員） ８番木村彰人議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時45分まで休憩いたします。 

              休憩 午後３時32分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時45分 

○議長（陶山良尚議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 14番藤井雅之議員の一般質問を許可します。 

              〔14番 藤井雅之議員 登壇〕 

○１４番（藤井雅之議員） 議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして今回２

項目一般質問をさせていただきます。 

 まず、県が行う土木工事への住民への周知についてお伺いいたします。 

 県が行うさまざまな事業がありますが、市民生活に密接に関係するものとして、道路や砂防

などの土木工事があります。土木工事については、近隣自治体にまたがるように行われるた

め、区間が長くなる、また複数年度にわたり行われることも多々あると思います。 

 事業の決定から実施まで時間がかかること、また予算の関係から実施区間が細切れのように

進められることも珍しいことではありません。 

 しかし、その際、工事対象の近所に住んでおられる住民の方には、いつの間にか工事が始ま

ったと感じる方もおられ、道路工事などの事前説明があれば、あわせて側溝の整備もお願いし

たいといった要望を伝える機会を失したという声を聞きました。改めて複数年度にわたって県
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が行う土木工事について、説明の主体は実施者である県の担当だと理解していますが、市とし

ても周辺住民への周知について何らかの対応が必要と思いますが、見解をお聞かせください。 

 次に、公共施設での学習スペース充実についてお伺いいたします。 

 11月19日に太宰府市議会と市内の大学、短期大学に通う学生さんとの意見交換会が実施され

ました。27人の学生さんが参加され、議員と学生それぞれ班に分かれて意見交換を実施しまし

た。私も２つの班の学生さんと意見交換を行いましたが、太宰府市への要望も多くお聞きいた

しました。 

 今回の質問は、その中で出た中の一つで、太宰府市での公共施設への学習できるスペースを

充実してほしいというものです。ゼミなど集団で学習する上で、大学内のスペースでは学校の

閉校時間の制約などがあり、身近なところにあると助かるということでした。 

 太宰府市議会において、これまで公共施設での学習環境充実については、多くの議員から一

般質問で取り上げられており、施設としては中央公民館、いきいき情報センター、ルミナスな

どが想定されます。 

 また、学習できるスペースとしても、昔のように机１つあればいいというものではなく、充

電機能やＷｉ－Ｆｉ環境も必須だとお聞きしました。それらの整備もあわせて今後の学習スペ

ース充実についての見解をお聞かせください。 

 再質問は議員発言席で行います。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） １件目の県が行う土木工事の住民への周知についてご回答申し上

げます。 

 県によります太宰府市内の土木工事は、那珂県土整備事務所で実施されております。事業の

内容、規模によりまして計画策定段階や計画決定後、事業実施前のいずれかの段階で担当課か

ら市に連絡または相談があります。 

 市では、建設課に配置しております県事業整備担当課長・係長が中心となりまして事業内容

の確認や住民への周知方法の協議なども行っています。 

 事業の周知に当たりましては、住民の皆様の生活等への影響の範囲に応じまして、住民説明

会、自治会隣組の回覧、チラシの配布、看板設置など、いずれの方法によるか、また周知の時

期や対象者などを事業が実施されます地元の自治会長や関係者と相談の上決めていただきまし

て、工事の内容、場所、期間、時間帯、工事責任者、問い合わせ先等、工事に関する詳細を対

象者に周知いただいておるところでございます。 

 今後も引き続き、丁寧な周知に努めていただくよう、要望してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員。 

○１４番（藤井雅之議員） ご回答ありがとうございました。 

 それでは、まずお伺いいたしますけれども、今回答の中で計画策定段階や計画実施前いずれ
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かの段階でというようなことがありましたけれども、それは言葉の言われたとおりそれはそう

だと思うんです。ただ、事業が変更になったとき、例えばいろいろ入札が成立しなかったと

か、あと年度内の完了が立たなくなったとか、そういうような場合で、いろいろ当初の説明し

ていた計画と変更になるようなケースというのも多々あると思うんですよ。そういった場合の

その説明というのが、結局どういうふうになっているのか。最初の段階でされても、当初の計

画どおりにいかないことというのは、事業においてはいろいろな事情があってあることだと思

いますけれども、そういったところから対象地域のそのお住まいの方の住民の方の認識という

か、説明がなかった、どういうことなんだ、当初の聞いていたことと違うじゃないかというよ

うなずれというのが生じていくかなと思うんですけれども、そういった際の対応も必要になっ

てくると思うんですけれども、今部長の答弁言われたのは、確かに一番最初の段階のところだ

と思うんですけれども、その後の部分でそういった問題が発生したときの対応というのが必要

になってくることもあるんじゃないかなと、これは壇上で取り上げた相談の部分でお聞きした

範囲でのことなんですけれども、その辺についてのご回答をもう少しいただきたいと思いま

す。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） やはり確かに今議員おっしゃいますように、事業が期間が変更に

なったりとか、箇所がまた追加になったりということは、やはりどうしても工事の状況により

まして発生することでございます。 

 それで、今回答をさせていただきましたように、事業の内容とか規模によりまして変更があ

った場合も、まずは県から市に連絡をいただいて、それとあと市と県と一緒になりまして自治

会長等に相談に行って周知をするというのが私は基本と思っていますので、やはり変更があっ

た場合も速やかにわかった時点で周知をしていただくということは必要だと思っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員。 

○１４番（藤井雅之議員） それとあわせて自治会長さんに説明をされる上で１点気にとめていた

だきたいというのは、やはり自治会長というのは地域のいろいろそれぞれの自治会、ブロッ

ク、隣組単位のさまざまな要望を集約をされておられる、相談を受けておられるというような

役目もあると思います。 

 その上で、ぜひ市としてまず自治会長に説明する、さらにもう一点、きちんと心がけをして

いただきたいのは、例えば工事を対象とされるその場所からの、その近辺の住民の方から何か

それに関して要望等をお聞きしていないですかというような、そういうようなことを聞くとい

う部分もぜひ心がけをしていただいて、その上で説明会に臨んでいただきたいというふうに思

います。 

 いろいろ議員の私たちのところにも相談を受ける上でたまにあるのが、自治会長さんには相
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談するけれども、なかなか進まないとか、まず住民の方も自治会長に第一には相談に行かない

といけないというのはわかっておられる部分もあるんで、ぜひ自治会長さんがつかんでおられ

るというような部分を市としても県と一緒に聞き取る努力をしていただいて、その事業の部分

に住んでおられる方の市民の方の意見、思いが反映できる形での事業をしていただきたいとい

うふうに思いますけれども、その辺についての対応、受けとめ、いかがでしょうか。 

○議長（陶山良尚議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） やはりせっかく県がきちっと予算をつけて計画的にやっていただ

いている事業ですから、今議員が言っていただきましたように、やはり地域の要望なりをきち

んと反映させるということも必要だと思っております。 

 私ども建設課のほうでも、例えば地域によってそういう工事を県が事業をする場合に、もと

もと市のほうに要望が上がっている部分もございます。自治会長を通してですね。それとかあ

と、工事の担当が地域の方から要望を聞いてくる場面もございますので、そういうまずは県と

市でのいわゆる事業の打ち合わせですね、例えばどうしても道路の場合は市道との交差がした

りとか、あと水路が変更になったりとか、側溝がなくなってしまったりとかということもござ

いますので、まず市のほうとしても地域のそういう住民の方のじかに聞いている情報等を県と

すり合わせて事業の中に入れていただきたいという努力もさせていただいていますし、今藤井

議員がおっしゃっていただきましたように、自治会長だけでなくて、周辺の方の意見が集約で

きるような、集約というか、意見が聞けるような機会を設けるというのは大変重要だというふ

うに私も考えていますので、その辺は県事業担当等とまた那珂県土のほうに私どものほうから

また要望としてきちっと伝えさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員。 

○１４番（藤井雅之議員） よろしくお願いします。 

 今までのは対自治会といいますか、その部分への対応でしたけれども、あわせて議会へも一

定の説明はいただきたいなというふうに思っております。どういう形かは、事業の規模、大規

模なもの小規模なもの等ありますけれども、やはり変更になったいろいろその部分を地域の方

から議員にもどうなっていますかと聞かれたときに、こちらも当初聞いていたことから変更の

部分を聞いていなくてすぐにお答えできないというようなこともあったりしますので、ぜひ議

会のほうにも形は執行部の担当のところでどういう形かというのはお任せいたしますけれど

も、議会のほうにも何らかの説明をしていただく機会をきちんと持っていただきたいというこ

とを要望しておきます。 

 こういった定例議会以外にもきちんと太宰府市議会では議会のない月にも全議員集まる機会

を持っておりますので、その辺のもともと協議会というのはそういった部分を補うために始ま

った取り組みでもありますから、ぜひ対自治会だけではなく、その部分あわせて議会にも報告

をいただきたいということもお願いをいたしましてこの県事業に関する部分は質問を終わらせ
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ていただきます。 

 ２件目お願いします。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 次に、２件目の公共施設での学習スペースの充実についてご回答いたし

ます。 

 市内の公共施設における学習スペースにつきましては、現在いきいき情報センター２階の学

習コーナー及び男女共同参画推進センタールミナスの学習室を通年、中央公民館の研修室の空

き室を夏休みの期間中に限り、それぞれに学習スペースとして開放しております。 

 しかしながら、いずれの施設も複数の方が同時に使用されるため、大学生及び短大生の皆さ

んが希望されるような、会話をしながらの集団での学習はできない状況というふうになってお

ります。 

 また、インターネットを活用するためのＷｉ－Ｆｉの整備もなされておりません。Ｗｉ－Ｆ

ｉや防音設備等の整備ができれば利便性は高まりますものの、一方で予算面などの課題もござ

いますので、各施設全体の利用の仕方のニーズを調査し、公共施設の改修・再編などにあわせ

今後検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員。 

○１４番（藤井雅之議員） 結局いろいろ言われましたけれども、最後の今言われた答弁の予算面

という部分のところの課題に行き当たってしまうのかなというふうに思いますけれども、では

仮にＷｉ－Ｆｉの整備ですとか防音、それと答弁の中ではなかったですけれども、壇上のとこ

ろで私が取り上げた充電の設備のあるああいった机的なものですね、そういったものを整備を

するというふうなこととして中央公民館、ルミナス、いきいき情報センター、３つの施設にお

いての予算面で幾らかかるというような数字を今担当課としてお持ちでできないということと

して理解していいのか、あわせてそれを導入した上での維持費が年間幾らかかるから予算面で

今難しいというふうに答弁として理解していいのか。仮にそうだとしたら、その数字が幾らな

のかまでは示していただきたいというふうに思うんですが。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 答弁の中で充電の部分は落としておりましたけれども、議員がおっしゃ

られたＷｉ－Ｆｉとかその充電器関係というのは、ちょうど今もう小・中学校のほうでＩＣＴ

環境を整備する中で、実はＩＣＴ機器そのものを子どもたちが利用の仕方、いわゆるリテラシ

ーとして学習するということもありますし、そのことを使っていろいろ考えるというか、そう

いった機器の活用も今後進んでまいりますので、現状として今の中央公民館、ルミナス、それ

からいきいき情報センターにつきましては、まだそういった学習の仕方を想定していないとい

うか、まず今までの質問等も個別のいわゆる我々も学習してきた学習の仕方というんですか、

ノートといろいろな教科書等を使いながらの学習だというふうに捉えて、その段階だというふ

うに捉えておりまして、今小学校、中学校でＷｉ－Ｆｉというんですかね、無線ＬＡＮ等を設
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備している関係上、そういった金額を我々が持っていたとしても、済みませんが、それを公共

施設に例えばどの部屋にどのように入れるかという試算等もしていませんので、今藤井議員が

おっしゃったような試算等までいっていない状況です。 

 ただ、ある一定かなりの金額がかかるんではないかなという、これまでの経験上の話でさせ

ていただいた部分でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員。 

○１４番（藤井雅之議員） はっきりと今答弁の中で予算面の課題があるというふうにおっしゃっ

たわけですよね。その予算面の課題というのが、今の太宰府市の今日るる財政の質問等も出て

おりましたけれども、そこに照らし合わせてその予算面が一体幾らなのか。極端な話、500万

円なのか1,000万円なのか１億円なのかとか、そういう単位の部分が具体的に示していただか

ないと、この議論というのはなかなか予算面で課題がありますからと言われても、その具体的

な数字が見えてこないと、こちらとしてもちょっと予算面の課題とその一言だけで言われて

も、はいわかりました、今後検討してください、お願いしますねと言ってこの質問を終わるわ

けにはいかないんですよね。やはりもう少しその辺は丁寧に説明していただく必要があると思

うんですけれども、仮に３つの施設に一遍に入れたらこれだけかかるからという課題なのか、

莫大な費用が膨らむのか。そうだとしたら例えば１カ所ずつ進めていきましょうとか、そうい

うふうな形もあると思いますし、今江口部長が言われました国のほうの方針というか、何か国

では１人１台ですかね、ああいったタブレットの端末を普及をさせていくというようなことも

議論されているようですけれども、そうなったら公共施設へのそういった環境の整備というの

もいつかはしないといけなくなるというのがもう喫緊の課題として見えてくると思うんですけ

れども、その予算面の課題というのが、今の太宰府市の財政規模の中での部分の中ではとても

大きな金額になるというふうに理解しておいてよろしいのか、そこら辺もう少し丁寧な説明し

ていただきたいと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（陶山良尚議員） 教育部長。 

○教育部長（江口尋信） 済みません、説明が十分足りなかったんではないかなというふうに思い

ます。 

 まず、先ほど私が説明しましたけれども、今の実際のニーズ、これまでの質問等も踏まえま

すと、まず現状の学習室、今の学習のあり方の学習室の用意というんですか、市として提供で

きる分がどうなのかということの課題がまだ１つあると思うんですよね。 

 それから、先ほど私が小・中学校の例を申し上げましたのは、今後やはりそういうことも考

えていかなくてはいけないだろうというようなところで申し上げた次第です。 

 それから、近々、議員がおっしゃったように、そういうような状況になることも我々もそれ

は推察できます。そうなったときに、例えば研修室や学習室を提供するようになった場合に、

例えば常時開放していくべきなのか、それとも１カ所ではないとしたら、あいているところを

提供するのかと。それから、一定期間、一定期日前までの予約制なのかとか、それから料金で
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すよね、貸すということになって、そういったＷｉ－Ｆｉとか充電等をするとなれば、その料

金設定をどうするかということも踏まえまして詳細にどれだけかかる、その規模が大きいので

ということではなくて、段階を踏まえたときに、申しわけないんですけれども、先ほど言いま

した分につきましては、今の学習形態から移行する期間としてどれぐらいの時期を考えたらい

いのかと。それから、そういった時期が来ました場合にはどのような今度開放の、それから提

供の形態をとるのか、料金はどうするのかということも踏まえまして一つ一つの料金設定まで

を試算したわけではございませんので、我々の回答として最初に言いました予算面というの

は、具体的にこれだけかかるからこれというふうに限定して金額を出せていないというような

状況でございます。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員。 

○１４番（藤井雅之議員） 今の段階での、今いただいた答弁というのは、市議会での当然公式発

言として、市の公式なものとして理解をしてこの以降の質問をさせていただきますけれども、

私は議会で学生さんとの意見交換の中で出た内容として発言を、今回一般質問をさせていただ

きました。 

 先ほどから木村議員の質問の中でも出ておりますけれども、地域で市長も語る会等をされて

おられて、さまざまな意見が出ているというのをお聞きしておりますけれども、地域の語る会

等で学生に、学生だけではなくて、例えば中学生、高校生をお持ちの父母の方からのこういっ

た環境充実を求めるという意見が出たりとか、そういうことはなかったでしょうか。その際に

は、どういうふうに対応されていくのか。地域からも声が出ているというふうに思いますけれ

ども、率直に言って市長の受けとめいかがでしょうか。答弁聞いて、市長のことを叱るかどう

かはわかりませんけれども、ご答弁いただければと思います。 

○議長（陶山良尚議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） できるだけ叱られないように答弁したいと思いますけれども、まず私自身ち

ょっと聞いておりまして、部長からもありましたけれども、率直に申して市としてはまだこう

したＷｉ－Ｆｉ環境なり充電設備まで公共施設でどこまで備えるべきかの議論まで至っていな

いと、結論まで至っていないというのが率直なところであります。 

 と申しますのが、例えば先ほどの質問からしますと、あるところの語る会では、子どもたち

の音楽の練習の場所が、せっかくできたとびうめアリーナでやりたいけれども、なかなか予約

がとりづらいと。ですので、地元のそうした子どもたちのためには予約とりやすくしてほしい

とか、例えばそういうご意見ありました。 

 そういうご意見も踏まえてさまざま工夫を重ねても来ておりますが、そういう意見はござい

ます。 

 それと、これまでの意見箱等で、学生の方からやはりそうした勉強スペースが欲しいと。こ

れまでも議員の方からもそういうご指摘もいただいて、私なりに柔軟な発想のもとに、体育館

の中で10時まで開館をしておりますので、そのところに机を置くなどして柔軟なことはできな
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いものかと。条例を変えていく必要のあるものもほかの公共施設ではあるようですから、そう

いうことも考えてきたところであります。 

 ただ一方で、例えば大学生が、ちょっと私も議会との意見交換会は出ておりませんので全て

分かりきれておりませんが、学校自体が閉校時間が制約があって、学校が使えないので公共施

設でということを私はちょっとある意味何といいますか、理解しにくいところがありまして、

やっぱり学校は学校としての経営運営があるわけでありまして、学生を集めるために夜中まで

例えば図書館が使えるとか、そうした充電なりＷｉ－Ｆｉ環境も整えていく学校としての経営

方針というのがあると思うんです。そうした中で学校がそれを整えているところと整えていな

いところが例えばあって、整えているほうが学生に人気があるとか、例えばそういうことが出

てくるでしょうと。 

 市のほうも、当然例えば観光客の方がこれだけおられますから、観光スポットではＷｉ－Ｆ

ｉ環境を整えたりもしてきたわけでありますけれども、また学校のほうでこれからパソコンな

どの教育環境がさらに必要であればそれを整えていくことも当然でしょうけれども、公共施設

で学生、一般、特に大学生のために公共施設で遅くまでその環境を整えてやっていく。そのた

めの予算を費やしていくということは、市民全体の意見としてそれが理解が得られるかどうか

は、私は今の時点では少し慎重であるべきと思っております。 

 そうしたことも踏まえまして、今後公共施設のあり方、また公共施設の再編なども確実にや

っていかなければなりませんので、そうした中で例えば民間の知恵の中で公共施設をより魅力

的にするためにそうした設備も整えるのが必須であると、そういう時代であると。その辺につ

いても市の予算だけではなくて、民間のさまざまな知恵の中でそうした設備が整えられるとす

れば、それは非常によいことでありましょうし、そうしたことも含めてさまざまな観点からこ

れからはまさに検討していく必要があろうかと思っています。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員。 

○１４番（藤井雅之議員） 市長が今疑問言われましたけれども、何も学生さんからの意見だか

ら、私はその学生だけが使えるスペースをつくれと言っていることは一言も言っておりません

よね。公共施設につくるということは、学生さんから出た意見でございますけれども、学生さ

ん以外にも不特定多数の市民の方が使われるわけですから、学生だけのために整備をするとい

うのはちょっと見方が狭くなっているんじゃないかなと思うんですよ。整備をすることで使え

る市民の方はおられるわけだから、学生の方だけに整備をしなさいというふうな、使うのは学

生の方に限定しなさいということは私は一言も言っておりませんよ。市民の方が結果使えるそ

ういったものが、使えるものが整備されるというのは、利便性が高まるというような評価も私

は方向性としてはあるんじゃないかなというふうに思います。これは私の見方ですので、その

辺はお伝えさせていただきます。 

 ただ、いろいろ市長が対応されて体育館等の部分をやられたというのは、その辺は評価をい

たしますし、そういった部分をぜひもっと体育館の地域的な部分を言えば体育館をそういった
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ふうにすることで、どちらかというと西の地域といいますか、そういったところの方のお住ま

いの方の利便性という部分は高まった部分もあるかと思いますけれども、言われたように、市

内全域にそういったことを広げるような対応もしていただきたいというふうに思います。 

 それは、市長はきちんとやられることだろうなというふうに私は思っております。市長がや

られると思われる根拠になるのが、12月７日の市長のホームページですね、市のホームページ

のほうに12月７日に市長がこういうふうにメッセージを出しておられましたね。原文読み上げ

ます。そんな恥ずかしそうにしないでいいですよ、このまま読み上げます。 

 12月７日。市内学生の皆さんから活動の報告。この季節、太宰府市内各学生の皆さんからさ

まざまな活動の報告をいただいております。本市には７小学校、４中学校、４高校、５大学・

短大があり、人口や面積からしますとかなり多くの学生が存在しています。そうした皆さんが

スポーツや芸術、文化、地域経済などさまざまな分野で目覚ましい成果を出しており、頼もし

い限りです。未来を担う市内学生の皆さんの活動を今後もできる限りサポートし、その活力や

発想を市政にも生かしてまいりますと、これ市長が対外的にホームページ上で宣言されている

ことですから、この点に基づいて今後も市政運営に当たっていただきたいということを重ねて

申し上げまして今年最後の一般質問を終わらせていただきます。 

 お疲れさまでした。 

○議長（陶山良尚議員） 14番藤井雅之議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（陶山良尚議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、12月13日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時14分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

 


